
無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

ー
判
例
の
分
析
を
中
心
に
ー
ー
、

高

森

八

四

郎



ニー一

は

じ

め

に

積
極
的
術
策
と
詐
術

能
力
者
た
る
こ
と
の
陳
述
と
詐
術

黙
秘
と
詐
術

お

わ

り

に



無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

七

（
七
八
五
）

も
は
や
無
能
力
者
の
行
為
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
旨
定
め
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
無
能
力
者
（
未
成
年
者
、
禁
治
産
者
、
準

禁
治
産
者
）
は
、
原
則
と
し
て
単
独
で
は
法
律
行
為
を
有
効
に
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
も
し
、
法
定
代
理
人
や
保
佐
人
の
同
意
な
く
し
て

(
―
二

0
条）。

法
律
行
為
を
行
な
っ
た
と
き
は
、
無
能
力
者
ま
た
は
そ
の
法
定
代
理
人
は
そ
の
行
為
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る

よ
っ
て
財
産
管
理
能
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
る
無
能
力
者
を
取
引
社
会
を
貫
ぬ
く
苛
酷
さ
か
ら
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

無
能
力
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
能
力
者
に
与
え
ら
れ
た
法
的
保
護
を
利
用
し
て
、
あ
た
か
も
能
力
者
で
あ
る
如
く
振
舞
い
、
取

引
の
相
手
方
を
し
て
能
力
者
た
る
と
誤
信
せ
し
め
て
取
引
を
行
い
な
が
ら
、
自
己
に
不
利
益
と
み
る
や
、
こ
れ
を
取
消
し
て
法
律
行
為
上

の
責
任
を
免
れ
る
べ
く
「
詐
術
」
を
用
い
る
者
は
、
も
は
や
無
能
力
者
と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
に
値
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
む
し
ろ
相
手
方
を
保
護
し
て
、
相
手
方
の
期
待
し
た
と
お
り
の
有
効
な
契
約
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
か
よ
う
に
し
て
、
二

0
条
は
、
詐
術
す
る
無
能
力
者
か
ら
取
消
権
自
体
を
剥
奪
し
て
、
無
能
力
者
に
よ
る
法
律
行
為
の
取
消
を
封
じ

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
単
な
る
「
黙
秘
」
は
も
ち
ろ
ん
、
た
だ
相
手
方
の
問
責
に
対
し
て
、
無
能
力
者
で
は
な
い
旨
を
「
陳
述
」
し
た
だ
け
で
は

「
詐
術
」
に
当
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
相
手
を
し
て
能
力
者
た
る
と
誤
信
せ
し
め
る
に
足
る
「
積
極
的
術
策
」
が
あ
っ
て
、
は
じ

め
て
「
詐
術
」
と
解
す
る
の
は
、
無
能
力
者
制
度
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
至
極
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
今
日
、
「
詐
術
」
と

認
定
す
る
に
は
、

「
積
極
的
術
策
」
を
要
す
る
と
厳
格
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
よ
り
緩
や
か
に
単
な
る
「
能
力
者
で
あ
る
と
の
陳
述
」
ば

民
法
二

0
条
は
、
無
能
力
者
が
取
引
を
な
す
に
あ
た
り
、

は

じ

め

に

こ
れ
に

「
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
」
に
「
詐
術
」
を
用
い
た
と
き
は
、



ニ
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ニ
三
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八
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（
津
田
・
註
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2
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論
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五
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か
り
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
れ
ば
、
単
な
る
「
黙
秘
」
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
学
説
が
き
わ
め
て
有
力
に
な
り
、
そ
の
立
論
の

(
1
)
（

2
)
（

3
)
 

根
拠
を
判
例
の
流
れ
な
い
し
推
移
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
論
ず
る
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
判
例
の
事
案
に
即
し
て
仔
細
に
判
例
理
論
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
安
易
に
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

ま
た
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
の
主
要
な
判
例
を
事
案
に
即
し
て
詳
細
に
検
討
し
て
右
の
如

積
極
的
術
策
と
詐
術

学
説
に
よ
れ
ば
、
判
例
は
当
初
「
詐
術
」
の
意
義
を
厳
格
に
解
し
て
い
た
が
、
次
第
に
緩
や
か
に
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
し
、

第
一
期
1
1

「
詐
術
」
と
な
る
の
は
戸
籍
謄
本
を
偽
造
す
る
な
ど
の
積
極
的
術
策
を
弄
し
た
場
合
に
限
る
、
と
解
す
る
。

厳
格
期
と
称
す
る
。
ー
ー
筆
者
）

第
二
期
1
1
積
極
的
術
策
を
弄
し
た
場
合
に
限
ら
ず
、
能
力
者
で
あ
る
と
の
陳
述
も
「
詐
術
」
と
な
り
う
る
、
と
解
す
る
。

に
陳
述
期
と
称
す
る
。
ー
ー
傘
手
者
）

第
三
期
1
1
無
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
黙
秘
す
る
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
「
詐
術
」
と
な
り
う
る
、
と
解
す
る
。

期
と
称
す
る
゜
ー
筆
者
）

津
田
論
文
に
よ
れ
ば
、
第
一
期
1
1
厳
格
期
に
属
す
る
判
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
大
判
大
正
五
年
―
二
月
六
日
（
民
録
二

〔
抵
当
権
設
定
登
記
抹
消
請
求
事
件
〕
と
③
大
判
大
正
六
年
九
月
二
六
日
（
民
録
二
三
・
一
四
九
四
）

か
よ
う
な
推
移
の
傾
向
を
三
期
に
分
け
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
。

(1) き
学
説
の
誤
り
を
正
し
た
い
と
思
う
。

関
法

七
四

（
こ
れ
を
仮

（
こ
れ
を
仮
に
黙
秘

（
七
八
六
）

〔
強
制
執
行
異

（
こ
れ
を
仮
に



無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

七
五

（
七
八
七
）

破
毀
差
戻

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

依
テ
按
ス
ル
ニ
民
法
第
二
十
条
二
「
無
能
力
者
力
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
メ
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
ト
キ
」
ト
ア
ル
＾
例
ヘ
ハ
戸
籍
謄
本
ヲ
偽

造
菜
無
能
か
者
が
か
ハ
事
実
が
隠
較
5
文
が
佃

K
デ
5
―
て
自
己
が
能
か
者
が
か

i
ぶ
偽
置
心
5
い
か
か
姫
が
無
能
か
者
が
梱
手
方
デ
ぎ
ズ
其
能
か

者
が
な
い
:
信
心
菜
か
為
が
積
極
的
i

詐
欺
ハ
手
段
否
架
か
と
謂
K

全
ハ
雰
天
ヂ
吹
加
が
含
銭
貸
偕
ハ
場
合
i

単
i

自
己
が
無
能
か
者
「
一

〔
判
旨
〕

い
る
と
主
張
し
た
。

①
大
判
大
正
五
年
―
二
月
六
日
（
民
録
ニ
ニ
輯
ニ
―
―
一
五
八
頁
）

〔
抵
当
権
設
定
登
記
抹
消
請
求
事
件
〕

準
禁
治
産
者
X
は、

Y
よ
り
金
員
を
借
り
受
け
抵
当
権
を
設
定
す
る
に
当
り
、
こ
の
金
銭
貸
借
の
媒
介
を
し
た
訴
外
B
を
通
じ
、

y
に
対
し
て
、
自
己

が
準
禁
治
産
者
で
あ
る
事
実
を
秘
し
て
、
実
父
A
の
営
ん
で
い
る
質
屋
営
業
を
X
が
自
ら
継
続
し
て
い
く
の
に
必
要
な
資
金
と
し
て
借
用
し
た
い
旨
告

げ
た
。
原
審
は
、
「
X
が
自
己
の
無
能
力
を
秘
し
、
な
お

y
を
し
て
、

X
を
能
力
者
な
り
と
誤
信
せ
し
む
る
目
的
を
以
て
故
ら
に

X
が
完
全
な
る
能
力

者
と
し
て
父
の
質
屋
営
業
を
継
続
す
べ
き
趣
旨
に
解
せ
ら
る
る
言
詞
を

y
に
告
げ
た
」
と
の
事
実
に
よ
っ
て
「
詐
術
」
を
用
い
た
る
も
の
と
断
じ
て
X

を
敗
訴
せ
し
め
た
。
そ
こ
で
X
は
上
告
し
て
、
民
法
二

0
条
に
い
わ
ゆ
る
詐
術
と
は
、
無
能
力
者
が
自
己
の
能
力
者
た
る
こ
と
を
信
ぜ
し
む
る
た
め
積

極
的
に
あ
る
行
為
を
な
し
、
そ
れ
が
虚
偽
の
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
が
も
し
真
実
の
行
為
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
無
能
力
者
は
当
然
能
力
者
と

断
定
さ
る
べ
き
行
為
を
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
の
X
の
用
い
た
行
為
と
い
う
の
は
、
単
に
自
己
の
準
禁
治
産
者
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
、
能
力
者
で

あ
る
旨
を
告
げ
た
に
す
ぎ
ず
、
①
な
に
ら
積
極
的
行
為
を
為
し
て
い
な
い
、
ま
た
③
X
が
父
親
の
質
屋
営
業
を
継
続
し
て
い
る
事
実
は
真
実
の
こ
と
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
③
準
禁
治
産
者
が
質
屋
営
業
を
行
な
い
、
こ
れ
を
継
続
し
、
父
親
の
質
屋
営
業
を
継
続
し
て
い
る
と
告
げ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
で
X
の
能
力
者
た
る
事
実
が
断
定
さ
れ
う
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
原
判
決
は
二

0
条
の
詐
術
に
関
す
る
法
律
の
解
釈
を
誤
っ
て

〔
事
実
〕

議
事
件
〕
で
あ
る
し
判
例
①
の
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。



の
で
あ
る
と
称
し
た
り
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
金
銭
借
用
に
当
り
、

「
世
間
普
通
ノ
状
態
」
な
の
で
あ
っ
て
、

か
よ
う
な
行
為
を
理
由

「
戸
籍

ノ
準
禁
治
産
者
ク
ル
ノ
事
実
ヲ
秘
シ
上
告
人
ハ
父
島
谷
栄
吉
ノ
営
｀
、
、
来
リ
タ
ル
質
屋
営
業
ヲ
自
ラ
継
続
ス
ル
ニ
要
ス
ル
資
金
ト
ッ
テ
借
用
シ
タ
キ
旨
ヲ

告
ケ
ク
ル
事
実
ニ
シ
テ
無
能
力
者
ヵ
単
二
自
己
ノ
無
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
秘
シ
テ
告
ヶ
サ
ル
カ
如
キ
ハ
詐
術
ヲ
以
テ
目
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
如

上
説
明
ス
ル
カ
如
ク
ニ
シ
テ
而
シ
テ
又
準
禁
治
産
者
ク
リ
ト
モ
質
屋
営
業
ヲ
為
ス
ニ
妨
ケ
ナ
キ
事
ハ
言
ヲ
埃
タ
サ
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
上
告
人
力
父
栄
吉

ノ
営
業
ヲ
継
続
ス
ル
資
本
ト
シ
テ
必
要
ナ
リ
ト
ノ
事
ヲ
相
手
方
二
告
ク
ル
モ
此
レ
亦
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
信
七
シ
ム
ル
為
メ
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ト

謂
フ
コ
ト
得
サ
ル
ヤ
明
ナ
リ
然
ル
ニ
原
判
決
力
前
記
上
告
人
ノ
行
為
ハ
能
力
者
ク
ル
事
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
メ
詐
術
ヲ
用
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
シ
テ
本
件

上
告
人
ノ
請
求
ヲ
棄
却
シ
タ
ル
ハ
民
法
第
二
十
条
ノ
解
釈
ヲ
誤
リ
ク
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
破
毀
ヲ
免
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

右
判
例
①
は
、
民
法
二

0
条
の
「
無
能
カ
ヵ
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
信
七
シ
ム
ル
為
メ
詐
術
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ト
キ
」
と
い
う
の
は
、

騰
本
ヲ
偽
造
シ
テ
能
力
者
タ
ル
ノ
事
実
ヲ
隠
蔽
シ
」
た
り
す
る
こ
と
、

ま
た
「
他
人
ヲ
シ
テ
自
己
ヵ
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
偽
証
セ
シ
ム

ル
」
よ
う
な
こ
と
、
要
す
る
に
無
能
力
者
が
相
手
方
を
し
て
自
己
が
能
力
者
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
、

ヲ
用
フ
ル
ヲ
謂
フ
」
も
の
で
あ
る
と
例
示
し
つ
つ
、
本
件
に
お
い
て
は
、

「
積
極
的
二
詐
欺
ノ
手
段

X
が
金
銭
を
借
り
る
に
際
し
て
、
自
分
は
無
能
力
者
で
は
な
い

と
通
知
し
た
り
、
ま
た
無
能
力
者
た
る
事
実
を
告
げ
な
か
っ
た
り
、
さ
ら
に
、
自
己
の
営
業
資
本
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
借
用
す
る
も

告
人
力
被
上
告
人
ョ
リ
本
件
金
円
ヲ
借
受
ケ
抵
当
権
ヲ
設
定
ス
ル
ニ
当
リ
其
貸
借
ノ
媒
介
ヲ
為
シ
ク
ル
春
藤
小
市
郎
ヲ
通
シ
テ
被
上
告
人
二
対
シ
自
己

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

非
サ
ル
コ
ト
ヲ
債
権
者
二
通
知
シ
又
ハ
無
能
力
者
タ
ル
事
実
ヲ
告
ヶ
サ
ル
カ
如
キ
若
ク
ハ
自
己
ノ
営
業
資
本
二
使
用
ス
ル
カ
為
メ
借
用
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

コ
ト
ヲ
明
言
ス
ル
カ
如
キ
行
為
＾
之
ヲ
以
テ
同
条
二
所
謂
詐
術
卜
称
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
無
能
力
者
力
金
銭
ヲ
借
入
レ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
己
力
無
能
力
者
二
非
ス
若
ク
ハ
営
業
資
本
ト
シ
テ
使
用
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
相
手
方
二
告
ク
ル
カ
如
キ
ハ
世
間
普
通
ノ
状
態
ニ
シ
テ
此
等
二
付
テ

ぶ
5

む
掌
玄
於
―
ァ
注
意
か
で
が
若
竺
斯
か
か
行
沿
{
加
が
か
か
理
崖
い
が
―

T
耽
洞
檻
が
喪
先
心
ジ
い
か
か
姫
手
戸
ア
-
が
5
か
監
砥
分
者
デ
餘

護
ス
ル
カ
為
メ
ニ
取
消
権
ヲ
与
ヘ
ク
ル
法
ノ
精
神
ハ
殆
ン
ト
全
ク
減
却
ス
ル
ニ
至
ル
ヤ
明
カ
ナ
リ
原
判
決
ノ
認
ム
ル
所
二
依
レ
ハ
準
禁
治
産
者
タ
ル
上

関
法
第
三
九
巻
第
四
•
五
号

七
六

（
七
八
八
）



無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

〔
判
旨
〕

破
毀
自
判

〔
強
制
執
行
異
議
事
件
〕

七
七

と
し
て
無
能
力
者
か
ら
取
消
権
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
無
能
力
者
に
取
消
権
を
与
え
て
保
護
し
よ
う
と
し
た
「
法
ノ
精
神
ハ
殆
ン
ト

全
ク
減
却
ス
ル
ニ
至
ル
」
と
明
快
に
断
じ
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
理
由
は
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
し
、
結
論
的
に
も
妥
当
で
あ
り
、
す

ぐ
れ
た
判
決
と
評
す
べ
き
で
あ
る
。
翌
年
大
正
六
年
に
判
例
③
が
現
わ
れ
て
い
る
。
事
案
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
事
実
〕
事
実
関
係
は
必
ら
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

x
（
上
告
人
）
は
、

y
（
被
上
告
人
）
か
ら
金
銭
を
借
り
る
に
際
し
（
借
り
受
け
金
額
が

い
く
ら
か
も
わ
か
ら
な
い
）
、
公
証
人
役
場
に
出
頭
し
、

Y
の
面
前
で
、
公
証
人
の
訊
問
に
対
し
て
、
保
証
人
A
と
弁
護
士
と
称
す
る
B
の
同
席
す
る

と
こ
ろ
で
、
自
分
は
能
力
者
で
あ
る
旨
を
答
え
た
の
で
、
公
証
人
は
公
正
証
書
を
作
成
し
、

Y
も
X
が
能
力
者
で
あ
る
と
誤
信
し
て
本
件
金
銭
消
費
貸

借
契
約
を
締
結
し
た
、
当
然
、

X
の
保
佐
人
の
同
意
は
得
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
ご
、
お
そ
ら
く
、

X
は
弁
済
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
強
制
執
行

を
受
け
て
こ
れ
に
異
議
を
申
立
て
、
強
制
執
行
異
議
事
件
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
本
件
で
あ
る
。
原
審
に
お
い
て
敗
訴
し
た
X
が、

＾
民
法
第
二
十
条
二
所
謂
無
能
力
者
力
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
ト
キ
ト
ハ
無
能
力
者
力
自
己
の
有
能
力
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
メ
積
極
的
ノ
策
略
手

段
ヲ
用
ヒ
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ッ
単
純
ナ
ル
虚
偽
ノ
陳
述
又
＾
沈
黙
ノ
如
キ
ハ
此
中
二
包
含
七
サ
ル
コ
ト
＾
原
院
以
外
夙
二
判
例
学
説
ノ
一
致
ス
ル
所
ナ
リ

（
御
院
第
一
部
大
正
二
年
(
*
)
第
二
二
五
号
判
例
同
第
一
＿
一
部
大
正
五
年
（
＊
）
第
六
二
六
号
判
例
参
照
）
」
と
主
張
し
て
従
来
の
判
例
を
無
視
し
た
不
当

な
も
の
で
あ
る
と
し
て
上
告
し
た
。

「
上
告
理
由
第
二
点

因
テ
按
ス
ル
ニ
民
法
第
二
十
条
ノ
無
能
力
者
力
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
メ
詐
術
ヲ
用
キ
ク
ル
ト
キ
＾
積
極
的
二
詐
欺
手
段
ヲ
用
ュ
ル
コ
ト

ヲ
謂
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
金
銭
貸
借
ノ
場
合
二
自
己
力
無
能
力
者
二
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
債
権
者
二
通
知
ッ
又
ハ
無
能
力
者
ク
ル
事
実
ヲ
告
ケ
サ
ル
如
キ
＾
同
条

ニ
所
謂
詐
術
卜
称
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ハ
当
院
判
例
ノ
示
ス
所
ナ
リ
（
大
正
五
年
十
二
月
六
日
第
一
ー
一
民
事
部
判
決
）
本
件
i

於
＿
ぢ
瞑
院
が
露
定

②
R
大
判
大
正
六
年
九
月
二
六
日
（
民
録
二
三
輯
一
四
九
四
頁
）

（
七
八
九
）



取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
為
ッ
ク
ル
ハ
同
法
条
ヲ
不
当
二
適
用
ッ
ク
ル
不
法
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
破
毀
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
而
シ
テ
上
告
人
力
準
禁
治
産
者
ナ

ル
ニ
拘
ラ
ス
保
佐
人
ノ
同
意
ヲ
得
ス
シ
テ
如
上
ノ
契
約
ヲ
締
結
ッ
其
後
大
正
五
年

1

一
月
二
十
三
日
保
佐
人
ノ
同
意
ナ
キ
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
之
力
取
消

ノ
意
思
表
示
ヲ
被
上
告
人
二
対
シ
テ
為
シ
ク
ル
コ
ト
ハ
原
院
二
於
テ
当
事
者
間
二
争
ナ
キ
所
二
属
ス
レ
ハ
当
院
力
直
二
裁
判
ヲ
為
ス
ニ
熟
ッ
ク
ル
モ
ノ

ト
ス
依
テ
他
ノ
論
旨
二
対
シ
テ
説
明
ヲ
付
セ
ス

判
例
R
は
判
示
中
を
み
て
も
明
ら
か
の
よ
う
に
判
例
①
を
引
用
し
て
判
決
し
て
い
る
し
た
だ
し
、
事
実
関
係
が
不
明
で
結
論
の
妥
当
性

に
つ
い
て
は
評
言
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
も
し
真
実
に
弁
護
士
を
帯
同
し
、
そ
の
上
で
公
証
人
の
訊
問
に
対
し
て
能
力
者
た
る
こ
と
を
明

言
し
、
弁
護
士
を
し
て
確
認
さ
せ
た
と
す
れ
ば
、

「
積
極
的
ナ
詐
欺
手
段
ヲ
用
ヰ
ク
ル
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点

詳
細
な
事
実
認
定
の
公
け
に
さ
れ
る
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
当
時
の
民
録
の
編
集
で
は
や
む
を
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

と
ま
れ
、
判
例
③
は
判
例
①
の
理
論
を
再
確
認
し
、
こ
れ
を
踏
襲
し
て
、
強
制
執
行
異
議
事
件
に
も
適
用
し
た
と
評
す
べ
き
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

七
ル
所
二
依
レ
＾
上
告
人
＾
大
正
四
年
七
月
三
日
公
証
人
石
井
政
吉
役
場
二
於
テ
消
費
貸
借
契
約
ヲ
締
結
ス
ル
際
被
上
告
人
ノ
面
前
二
於
テ
石
井
公
証

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.

人
ノ
訊
問
二
対
シ
保
証
人
ク
ル
可
キ
浅
田
加
穂
及
ヒ
弁
護
士
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
言
シ
ク
ル
原
井
節
卜
共
二
自
己
ノ
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
答
へ
同
公
証
人
ヲ

欺
も
な
5

恥
同
欠
談
英
鉤
ハ
公
正
記
書
が
作
成
な
宍
’
ぞ
素
諾
ど
瓢
ど
雰
告
な
叔
凡
ハ
詣
か
な
〈
が
か
所
が
な
な
誤
信
ど
該
契
紺

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ヲ
締
結
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
上
告
人
ハ
単
二
自
己
ノ
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
述
へ
若
ク
ハ
他
人
ノ
誤
信
ヲ
知
リ
ナ
カ
ラ
自
己
ノ
無
能
力
者
ク
ル

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

コ
ト
ヲ
黙
秘
シ
ク
ル
ニ
過
キ
ス
上
告
人
力
浅
田
外
一
名
ヲ
シ
テ
石
井
公
証
人
二
対
シ
故
ラ
ニ
上
告
人
ノ
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
答
ヘ
シ
メ
同
公
証
人
及
ヒ

簸
上
告

A
ハ
誤
倅
か
惹
赳
雰
な
手
段
盆
争
が
な
ぎ
平
盆
姫
戌
事
実
盆
全
恥
ー
ご
薔
冨
的
ぶ
欺
ぎ
累
扉
ヂ
が
な
な
請
玄
内
‘

ヲ
得
ス
然
ル
ニ
原
院
力
之
ヲ
以
テ
上
告
人
力
詐
術
ヲ
用
キ
テ
自
己
ノ
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
信
七
ツ
メ
ク
ル
モ
ノ
ト
シ
上
告
人
ハ
本
件
消
費
貸
借
契
約
ヲ

関
法
第
三
九
巻
第
四
・
五
号

七
八

（
七
九

0
)



③
 

無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

ろ
う
か
。
判
例
③
の
事
案
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

力
者
保
護
に
重
点
を
置
い
た
従
来
の
見
解
を
修
正
し
た
」

七
九

と
は
積
極
的
術
策
を
弄
し
た
場
合
の
み
に
限
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

無
能

そ
し
て
、

能
力
者
た
る
こ
と
の
陳
述
と
詐
術

9
ー

、
ー,1' 

⑥
大
判
昭
和
八
年
一
月
＝
―
-
日
、
⑥
大
判
昭
和
八
年
一

0
月
―
―
―
一
日
を
挙
げ
る
（
津
田
註
(
2
)
論
文
、

前
記
津
田
論
文
は
、
第
二
期
1
1
陳
述
期
の
判
例
と
し
て
、
③
大
判
昭
和
二
年
―
一
月
二
六
日
、
④
大
判
昭
和
五
年
四
月
一
八
日
、

二
期
1
1
陳
述
期
の
判
例
は
「
『
詐
術
ヲ
用
ヰ
ク
ル
ト
キ
』

大
判
昭
和
二
年
―
一
月
二
六
日
（
民
集
六
巻
―
一
号
六
ニ
ニ
頁
）

〔
契
約
履
行
請
求
事
件
〕

八

0
1八
二
頁
）
。

（
同
八
一
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
は
た
し
て
そ
う
評
し
て
よ
い
で
あ

〔
事
実
〕

y
（
原
告
、
上
告
人
）
は
準
禁
治
産
者
た
る

x
（
被
告
、
被
上
告
人
）
に
対
し
て
、
大
正
九
年
―
一
月
一
六
日
、
金
四
百
円
、
同
年
―
二

月
八
日
金
八
百
五
十
円
を
貸
与
し
、
い
ず
れ
も
弁
済
期
を
同
一

0
年
―
一
月
三
十
日
、
利
率
百
円
に
つ
き
一
ヶ
月
金
一
円
と
定
め
た
。
と
こ
ろ
が
X
は

弁
済
期
を
過
ぎ
て
も
一
向
に
支
払
い
を
な
さ
な
い
の
で
、

y
に
お
い
て
督
促
中
の
同
一
四
年
一
月
一
七
日
に
は
、

X
と
そ
の
妻
A
と
が

y
方
に
や
っ
て

来
て
、
金
四
百
円
の
分
に
つ
い
て
は
利
率
を
半
減
し
て
ほ
し
い
、
ま
た
、
金
八
百
五
十
円
の
分
に
つ
い
て
は
、
内
金
五
百
五
十
円
を
代
金
と
し
て
X
所

有
の
土
地
を
売
渡
し
、
残
金
二
百
九
十
五
円
に
つ
い
て
は
（
但
し
少
し
計
算
は
合
わ
な
い
）
、
こ
れ
ま
た
利
率
を
半
減
し
て
ほ
し
い
と
申
出
た
の
で
、

Y

は
こ
れ
を
承
諾
し
た
が
、

X
は
一
っ
も
債
務
を
履
行
し
な
い
。
よ
っ
て
、
貸
金
及
び
利
息
、
並
び
に
、
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
求
め
て
本
訴
を
提
起

し
た
。

y
は
か
よ
う
に
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
X
は、

Y
主
張
の
如
き
利
率
及
び
弁
済
期
の
定
め
で
、
金
四
百
円
を
借
受
け
た
こ
と
は
認
め
る
が
、

他
の
事
実
は
す
べ
て
こ
れ
を
否
認
す
る
。
仮
に
金
八
百
五
十
円
も
こ
れ
を
借
受
け
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
、

X
は
こ
の
貸
借
当
時
準
禁
治
産
者
で
あ
っ
て
、

保
佐
人
の
同
意
を
得
な
い
で
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
取
消
す
と
抗
弁
し
た
（
上
告
理
由
に
よ
れ
ば
、

X
の
準
禁
治
産
宜
告
は

y
の
住
所
地

（
七
九
一
）

第



を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
供
述
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、

「
X
ハ
丸
亀
市
二
本
籍
ヲ
有
シ
甲
第
三
号
証
ヲ
見

第
三
九
巻
第
四
・
五
号

と
は
異
な
る
岡
山
区
裁
判
所
で
大
正
九
年
九
月
二

0
日
で
こ
れ
を
届
出
た
の
は
大
正
一
四
年
一
月
一
四
日
で
あ
っ
た
と
い
う
）
。

し
て
、
金
八
百
五
十
円
を
貸
与
し
た
当
時
は
疑
念
を
生
じ
た
の
で

X
に
た
づ
ね
た
と
こ
ろ
、

X
は
、
す
で
に
準
禁
治
産
の
宜
告
を
受
け
て
い
た
の
に
こ

れ
を
秘
し
て

y
の
質
問
を
否
認
し
、

「
市
役
所
及
裁
判
所
ニ
テ
問
合
セ
ヨ
ト
云
ヒ
ク
ル
ョ
リ

y
二
於
テ
訴
外
B
ヲ
シ
テ
問
合
ヲ
為
サ
ッ
メ
ク
ル
ハ
詐
術

ヲ
用
ヒ

y
ヲ
シ
テ

x力
準
禁
治
産
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
誤
信
七
シ
メ
」
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

（
七
九
二
）

y
は
さ
ら
に
再
抗
弁

原
審
は
、

Y
の
再
抗
弁
に
対
し
て
「
云
々
卜
再
抗
弁
ス
レ
ト
モ
無
能
力
者
ナ
リ
ト
信
セ
ッ
ム
ヘ
キ
詐
術
ヲ
用
ヒ
ル
ト
ハ
無
能
力
者
力
自
己
ヲ
能
力
者

ナ
リ
ト
信
セ
シ
ム
ヘ
キ
積
極
的
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ッ
単
二
無
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
否
定
ス
ル
ヲ
以
テ
足
ラ
サ
ル
カ
故
二
右
抗
弁
ハ
失
当
ナ
リ
」
と

判
示
し
た
。
そ
こ
で

y
が
上
告
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
原
審
判
決
事
実
摘
示
中
、
証
人
訴
外
B
の
証
言
を
援
用
し
て
い
る
が
、
こ
の

B
の
証
言

中
に
は
、

Y
は
か
つ
て
放
蕩
し
て
い
た
の
で
前
述
貸
付
け
の
話
し
を
す
る
に
際
し
て
、

B
及
び

Y
が、

X
は
準
禁
治
産
の
宜
告
を
受
け
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
訊
ね
た
と
こ
ろ
、

X
は
さ
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
答
え
、

「
裁
判
所
ナ
リ
市
役
所
二
就
キ
取
調
ヘ
ア
リ
度
ッ
ト
申
」
し
た
の
で
、
そ
の
た
め

実
際
に

B
は
X
の
住
所
地
た
る
丸
亀
市
役
所
及
び
丸
亀
裁
判
所
に
赴
い
て
取
調
ら
べ
準
禁
治
産
宜
告
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
も
っ
て
契
約

定
シ
ク
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
更
二
進
ン
テ
裁
判
所
ナ
リ
市
役
所
二
就
キ
取
調
ア
リ
度
シ
ト
言
明
シ
ク
ル
＾
明
カ
―
-
Y
及
B
ヲ
ッ
テ
錯
誤
―
-
Y
ラ
シ
ム

ル
積
極
的
ノ
詐
術
ニ
シ
テ
殊
―
-
Y
及
B
ヲ
シ
テ
市
役
所
及
区
裁
判
所
ヲ
調
査
セ
シ
メ
ク
ル
点
ョ
リ
鑑
ミ
ル
モ

X
二
対
シ
自
己
ヲ
能
力
者
ナ
リ
ト
信
七
シ

ム
ヘ
キ
詐
術
即
術
策
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ト
断
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
」
そ
し
て
更
に
詳
言
す
れ
ば
、

ル
モ
本
件
貸
借
関
係
前
即
大
正
九
年
七
月
二
十
五
日
モ
其
ノ
住
所
ヲ
丸
亀
市
本
町
百
二
十
四
番
地
ト
ナ
シ
訴
外
C
卜
売
買
契
約
ヲ
締
結
シ
ア
リ
テ
自
己

ノ
住
所
ヲ
其
所
二
表
示
シ
又
甲
第
一
号
証
（
金
四
百
円
の
貸
借
証
書
）
ノ
金
円
貸
借
契
約
ヲ
締
結
シ
ク
ル
際
即
大
正
九
年
十
一
月
十
六
日
モ
同
一
場
所

ヲ
住
所
ト
ッ
ク
ル
関
係
ョ
リ
ス
ル
モ
被
告
＾
裁
判
所
ナ
リ
市
役
所
二
付
取
調
ヘ
ヨ
ト
云
ヘ
ハ
丸
亀
ノ
裁
判
所
ナ
リ
市
役
所
二
付
取
調
フ
ル
コ
ト
ヲ
予
知

シ
ナ
カ
ラ
之
ヲ
取
調
ヘ
セ
シ
メ
ク
ル
点
井
二

X
力
準
禁
治
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
ク
ル
ハ
岡
山
区
裁
判
所
ニ
ッ
テ
大
正
九
年
九
月

1

一
十
日
ナ
ル
ニ
拘
ラ
ス
共

ノ
届
出
ハ
大
正
十
四
年
一
月
十
四
日
マ
テ
之
ヲ
秘
シ
置
キ
（
一
件
記
録
十
三
丁
委
任
状
添
附
ノ

x戸
籍
謄
本
参
照
）
其
ノ
間
二
於
テ
モ
甲
第
一
号
証
及

関
法

「
X
ヵ
Y
及
B
ノ
質
問
二
対
ッ
自
己
力
準
禁
治
産
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
単
二
否

八
〇



無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

破
棄
を
免
れ
な
い
。

y
は
か
よ
う
に
主
張
し
て
上
告
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

破
毀
羞
戻

八

甲
第
二
号
証
（
金
八
百
五
十
円
の
貸
借
証
書
）
ノ
如
ク
常
二
住
所
ヲ
丸
亀
市
二
表
示
シ
他
人
ヲ
ッ
テ
丸
亀
市
内
ニ
テ
調
査
七
シ
メ
ン
ト
ス
ル
方
策
二
出

テ
ク
ル
ヲ
以
テ
錯
誤
二
陥
レ
ム
ト
ノ
詐
術
ナ
ル
コ
ト
ハ
窺
知
ス
ル
ニ
十
分
ナ
リ
然
ル
ニ
原
審
裁
判
所
ハ
斯
ル
証
拠
歴
然
ク
ル
積
極
的
詐
術
ヲ
何
等
ノ
説

明
ナ
ク
且
之
ヲ
排
斥
ス
ヘ
キ
証
拠
ナ
ク
シ
テ
漫
然
X
ノ
此
ノ
行
為
ヲ
積
極
的
行
為
ニ
ア
ラ
ス
ト
シ
テ

y
ノ
再
抗
弁
ヲ
排
斥
シ
タ
ル
ハ
失
当
」
で
あ
っ
て

〔
判
旨
〕

『
無
能
力
者
力
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
詐
術
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
行
為
ヲ
取
消
ス
ヲ
得
ス
ト
ノ
規
定
ハ
両
極
ノ
意
義
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ

ナ
リ
即
単
二
能
力
者
ナ
リ
ト
陳
述
シ
ク
ル
ノ
一
事
ヲ
以
テ
ハ
直
チ
ニ
其
取
消
権
ヲ
喪
失
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
云
フ
ハ
其
ノ
消
極
的
ノ
意
義
ナ
リ
其
ノ
詐

欺
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ
或
種
ノ
立
法
例
二
見
ル
カ
如
ク
無
能
力
者
ノ
取
消
権
行
使
ハ
之
力
為
メ
奄
モ
妨
ケ
ラ
ル
ル
ト
コ
ロ
無
キ
ト
共
ニ
―
面

無
能
力
者
ハ
相
手
方
―
ー
対
シ
不
法
行
為
二
因
ル
損
害
賠
償
ノ
責
―
一
任
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
ト
為
ス
ノ
主
義
ハ
吾
民
法
二
於
テ
ハ
之
ヲ
採
ル
コ
ト
無
ク
無
能

力
者
ヲ
ッ
テ
当
然
二
其
ノ
取
消
権
ヲ
喪
失
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
依
リ
テ
以
テ
相
手
方
保
護
ノ
方
法
ト
ス
是
其
ノ
積
極
的
ノ
意
義
ナ
リ
従
ヒ
テ
所
謂
詐
術
ハ

猶
詐
欺
ノ
行
為
卜
云
フ
カ
如
シ
別
二
特
種
ノ
意
義
ァ
ル
コ
ト
無
シ
他
ヲ
シ
テ
誤
信
二
陥
ラ
シ
ム
ル
意
思
ノ
下
二
為
サ
レ
タ
ル
行
為
―
ー
依
リ
テ
其
ノ
人
ノ

誤
信
ヲ
惹
起
ッ
タ
ル
ト
キ
ハ
是
即
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ー
ー
外
ナ
ラ
ス
故
二
例
ヘ
ハ
他
人
ハ
其
ノ
能
カ
ノ
有
無
二
付
疑
ヲ
狭
メ
ル
場
合
二
其
ノ
能
力
者

タ
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
之
二
対
シ
自
己
ノ
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
言
ツ
（
若
ク
ハ
其
ノ
無
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
否
定
シ
）
其
ノ
辞
令
卜
其
ノ
態
度

卜
能
ク
他
ヲ
シ
テ
爾
ク
信
七
シ
ム
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
是
亦
之
二
該
当
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
共
二
例
ヘ
ハ
其
ノ
他
人
ハ
始
メ
ヨ
リ
能
力
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ

信
シ
テ
怪
マ
ス
若
ク
ハ
能
カ
ノ
点
二
付
キ
テ
ハ
公
然
無
関
心
ナ
ル
場
合
二
之
二
対
シ
自
己
ノ
能
力
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
告
ヶ
タ
リ
ト
テ
這
ハ
固
ョ
リ
以
テ
詐

術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
得
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
唯
此
ノ
一
事
未
夕
以
テ
取
消
権
喪
失
ノ
結
果
ヲ
生
ス
ル
ニ
足
ラ
ス
』
今
原
判
決
事
実
摘
示
二
依
レ

ハ
上
告
人
(
Y
)
ハ
原
審
二
於
テ
「
準
禁
治
産
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
カ
（
中
略
）
其
ノ
疑
念
ヲ
生
シ
タ
ル
ヲ
以
テ

X
二
対
シ
之
ヲ
訊
ネ
タ
ル
ニ

x
ハ
当
時
既
二
（
中
略
）
準
禁
治
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
居
ク
ル
ニ
拘
ラ
ス
之
ヲ
秘
シ

Y
ョ
リ
ノ
問
ヲ
否
認
シ
市
役
所
及
裁
判
所
ニ
テ
問
合
七
ヨ
ト
云
ヒ
ク

ル
ヨ
リ

Y
二
於
テ
訴
外
B
ヲ
シ
テ
問
合
ヲ
為
サ
シ
メ
ク
ル
ハ
詐
術
ヲ
用
ヒ
」
云
々
卜
主
張
七
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
果
シ
テ
斯
カ
ル
事
実
ア
リ
シ
以
上
更
二
其

（
七
九
三
）



こ
の
判
例
③
を
津
田
論
文
の
よ
う
に
「
詐
術
」
と
い
う
の
は
、
積
極
的
術
策
を
用
い
る
場
合
を
指
す
の
で
は
な
く
、
単
に
、
能
力
者
で

あ
る
と
の
「
陳
述
」
だ
け
で
「
詐
術
」
と
な
る
旨
を
判
示
し
た
判
例
の
第
一
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か

3

と
く
に
津
田
論

の
判
旨
中
後
段
の
部
分
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
③
は
第
一
一
期
に
属
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
）
。
し
か
し
こ
の
後
半

「
詐
術
」
と
は
結
局
「
詐
欺
ノ
行
為
」
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
っ
て
特
に
こ
れ
に
「
特
種
ノ
意
義
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

他
人
を
し
て
誤
信
に
陥
ら
し
め
よ
う
と
の
意
思
の
下
に
行
為
を
為
し
実
際
他
人
の
誤
信
を
惹
起
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
す
な
わ
ち
「
詐
術
」

に
あ
た
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
が
疑
っ
て
い
る
と
き
に
、
自
己
の
能
力
者
た
る
こ
と
を
確
言
し
、
ま
た
は
能
力
者
た
る
こ
と
を
否
定
し
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

そ
の
言
葉
（
「
辞
令
」
）
と
そ
の
能
度
と
を
も
っ
て
他
人
を
た
や
す
く
誤
信
せ
し
め
た
な
ら
ば
、
詐
術
に
該
当
す
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
他
人
が
全
然
能
力
に
つ
い
て
怪
し
ん
で
い
な
い
場
合
に
自
己
の
能
力
者
た
る
こ
と
を
告
げ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ

れ
を
も
っ
て
詐
術
を
用
い
た
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
大
略
こ
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
示
部
分
が
単
な
る
能
力
者
た
る
こ
と

の
「
陳
述
」
で
「
詐
術
」
に
な
る
と
判
示
し
た
と
解
す
る
の
は
余
り
に
事
案
を
無
視
し
た
態
度
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
手
が
準
禁
治

産
宣
告
を
（
浪
費
を
理
由
と
す
る
も
の
か
）
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
を
も
っ
て
訊
ね
た
と
き
に
、
自
分
は
能
力
者
で
あ
る
と

部
分
は
、

文
の
引
用
部
分
（
先
き
に
『

論
文
は
『

ノ
委
曲
ノ
情
況
ヲ
詳
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
所
謂
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ー
ー
該
当
ス
ル
コ
ト
決
ッ
テ
之
レ
無
キ
ヲ
保
ス
可
カ
ラ
ス
而
モ
原
裁
判
所
力
何
等
事
実

上
ノ
審
理
ヲ
為
ス
コ
ト
無
ク
「
単
二
無
能
カ
ク
ル
コ
ト
ヲ
否
定
ス
ル
」
＾
未
ク
以
テ
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ニ
足
ラ
ス
ト
為
シ
ク
ル
ハ
上
告
人

ノ
主
張
自
体
卜
民
法
第
二
十
条
ノ
法
意
卜
併
セ
テ
之
ヲ
誤
解
セ
ル
ノ
致
ス
ト
コ
ロ
違
法
卜
云
＾
サ
ル
ヲ
得
ス
本
件
上
告
ハ
此
ノ
点
二
於
テ
已
二
其
ノ
理

由
ア
ル
ヲ
以
テ
民
事
訴
訟
法
第
四
百
四
十
七
条
第
四
百
四
十
八
条
各
第
一
項
ヲ
適
用
ツ
主
文
ノ
如
ク
判
決
ッ
ク
リ
」

関
法

第
三
九
巻
第
四
•
五
号

』
部
分
を
引
用
し
て
お
ら
れ
る
。
）

／＼ 

（
七
九
四
）

（
の
ち
に
検
討
す
る
よ
う
に
津
田

』
で
示
し
た
と
こ
ろ
）
の
後
半
部
分
が
そ
れ
を
指
し
て
い
る
と
い
う
（
津
田
論
文
八
二
頁
註
(
1
1
)

は
「
③



な
い
。

無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

確
言
し
つ
つ
、

い
か
な
る
辞
令
、

ノ＼
同
月
一
七
日
に
利
率
の
半
減
等

「
そ
の
言
葉
（
「
辞
令
」
）
と
そ
の
態
度
と
を
も
っ
て
」
相
手
の
誤
信
を
惹
起
し
た
と
判
示
し
て
い
た
な
ら
ば
、
大
審
院
が

い
か
な
る
態
度
・
行
為
を
も
っ
て
誤
信
を
惹
起
せ
し
め
た
か
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
審
院

は
、
上
告
人
Y
の
主
張
を
み
ず
か
ら
引
用
し
て
、
準
禁
治
産
宣
告
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
秘
し
、

Y
の
問
い
を
否
認
し
、
市
役
所
及
び
裁

判
所
に
て
も
問
合
せ
よ
と
申
向
け
、
現
に

B
を
し
て
じ
っ
さ
い
問
い
合
わ
せ
を
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
原
審
は
、

し
か
し
さ
ら
な
る
「
委
曲
ノ
情
況
ヲ
詳
二
」
す
る
な
ら
ば
、

い
わ
ゆ
る
詐
術
を
用
い
た
と
認
定
し
え
た
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
上
告
理
由
が
、
無
能
力
者
X
は
、
金
銭
貸
借
当
時
の
丸
亀
市
の
住
所
で
は
な
く
、
単
に
寄
留
地
の
岡
山
の

区
裁
判
所
で
貸
借
契
約
締
結
前
に
す
で
に
準
禁
治
産
宣
告
を
受
け
て
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
秘
し
、
こ
れ
を
届
出
た
の
は
、
弁
済
期
（
大
正

-
0年
―
一
月
三
十
日
）
を
は
る
か
に
す
ぎ
た
大
正
一
四
年
一
月
一
四
日
で
あ
り
、
そ
の
三
日
後
に
は
準
禁
治
産
宣
告
の
届
出
を
す
ま
せ

た
の
で
安
心
し
た
の
か
、
妻
（
保
佐
人
か
？
）
を
帯
同
し
て
（
た
だ
し
こ
れ
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
）
、

の
新
た
な
合
意
を
行
い
、
調
べ
て
も
判
明
し
な
い
と
知
り
な
が
ら
、
市
役
所
及
び
裁
判
所
で
宣
告
の
有
無
を
問
い
合
わ
せ
て
確
か
め
よ
と

言
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
い
き
さ
つ
や
上
告
理
由
に
対
す
る
大

審
院
の
態
度
を
吟
味
・
検
討
す
る
こ
と
な
く
し
て
、

た
や
す
く
、
厳
格
期
の
見
解
を
変
更
し
て
陳
述
期
へ
と
修
正
し
た
と
い
う
べ
き
で
は

判
例
⑥
は
、
原
告
は
無
能
力
者
と
取
引
し
た
相
手
方
で
あ
り
、
判
例
①
、
同
R
が
無
能
力
者
が
原
告
と
し
て
取
消
を
主
張
し
た
の
と
は

異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事
案
の
相
違
に
は
か
か
わ
り
な
く
相
手
方
は
現
に
市
役
所
や
裁
判
所
で
準
禁
治
産
宣
告
の
有
無
を
調
査
確
認
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
二

0
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
事
案
と
の
関
わ
り
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、

大
審
院
の
判
示
の
表
現
が
文
言
と
し
て
は
い
か
に
安
易
な
詐
術
認
定
を
し
て
い
た
と
し
て
も
（
本
件
で
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
け
れ

（
七
九
五
）



④
 

第
三
九
巻
第
四
・
五
号

そ
れ
を
う
の
み
に
し
て
は
判
例
の
先
例
拘
束
力
の
射
程
範
囲
を
見
誤
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

能
力
者
と
信
ぜ
し
め
る
た
め
、
積
極
的
術
策
を
用
い
た
と
い
う
以
上
に
、
無
能
力
者
制
度
を
熟
知
し
て
、
そ
の
欠
点
を
利
用
し
、
制
度
自

体
を
反
信
義
則
的
、
詐
欺
的
に
利
用
し
た
事
案
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
能
力
者
の
取
消
権
を
剥
奪
し
た
の
は
正
に
正
当
で
あ
っ

以
上
判
例
③
は
、
判
例
①
及
び
判
例
R
の
理
論
を
継
承
し
、
こ
の
理
論
を
無
能
力
者
の
詐
術
が
あ
っ
た
と
し
て
無
能
力
者
と
取
引
し
た

相
手
方
が
契
約
履
行
を
求
め
た
事
案
に
適
用
し
て
内
容
を
豊
か
な
ら
し
め
た
も
の
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

判
例
④
も
判
例
③
と
同
じ
く
、
無
能
力
者
（
準
禁
治
産
者
）
と
取
引
し
た
相
手
方
が
原
告
と
し
て
無
能
力
者
を
訴
え
た
事
件
で
あ

大
判
昭
和
五
年
四
月
一
八
日
（
民
集
九
巻
三
九
八
頁
、
法
律
新
聞
一
―
―
―
四
七
号
―
-
＝
頁
）

〔
貸
金
請
求
事
件
〕

〔
事
実
〕

y
（
原
告
、
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
は
、

x
（
被
告
、
被
控
訴
人
、
上
告
人
）
に
対
し
て
大
正
―
二
年
一
月
四
日
金
五
百
円
を
貸
与
し
た
。

X
が
一
部
の
支
払
い
を
し
た
の
み
で
、
そ
の
余
の
支
払
い
を
し
な
い
の
で
Y
が
元
金
と
損
害
金
と
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、

X
は
明
治
三
九
年
五
月
四
日

に
準
禁
治
産
宜
告
を
受
け
て
お
り
、
右
金
員
貸
借
当
時
保
佐
人
の
同
意
を
得
な
い
で
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
右
貸
借
行
為
を
取
消
す
と
抗
弁
し
た
。

X
は
、
大
正
八
年
以
来
各
種
の
選
挙
権
を
有
し
一
般
人
に
対
し
て
準
禁
治
産
者
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
振
舞
い
、
本
件
貸
借
を
な
す
に
際
し
て
も
「
元

準
禁
治
産
者
ナ
リ
シ
モ
父
死
亡
後
準
禁
治
産
宜
言
ハ
取
消
サ
レ
ク
リ
一
級
ノ
選
挙
権
モ
ア
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
必
ス
迷
惑
ハ
掛
ケ
サ
ル
旨
」
を
Y
に
対
し
て

明
言
し
て
い
た
。

Y
の
提
出
し
た
証
拠
に
よ
れ
ば
、

X
は
、
大
正
―
一
年
九
月
一
五
日
現
在
、
県
会
議
員
選
挙
人
名
簿
に
、
大
正
―
二
年
一

0
月
一
日

現
在
、
衆
議
院
議
員
選
挙
人
名
簿
に
、
大
正
一
四
年
町
会
議
員
選
挙
人
名
簿
に
各
々
有
権
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ

し
X
に
よ
っ
て
右
の
記
載
が
あ
る
け
れ
ど
も
か
つ
て
一
度
も
行
使
し
た
こ
と
は
な
い
と
抗
弁
さ
れ
て
い
る
。
一
審
は
X
の
抗
弁
を
容
れ
た
が
、
原
審
は
、

る
。
事
案
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(2) 
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ど
も
）
、

関
法

判
例
③
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
単
に

八
四

．
（
七
九
六
）



無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

し
た
。
そ
こ
で

X
か
ら
上
告
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、

八
五

「
本
件
貸
借
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
元
準
禁
治
産
者
ナ
リ
シ
モ
父
死
亡
後
準
禁
治
産
者
ノ
宣
告
ハ
取
消
サ
レ
タ
リ
一
級
ノ
選
挙
権
モ
ア
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
必
ス
迷

惑
ハ
掛
ケ
サ
ル
旨
Y
二
対
シ
明
言
シ
タ
ル
事
実
ヲ
認
ム
ル
ニ
足
ル
ヘ
ク
之
ヲ
以
テ

x
ハ
本
件
貸
借
契
約
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
詐
術
ヲ
用
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム

ヘ
ク

y
ヵ
X
ノ
言
ヲ
信
ッ
テ
本
件
金
員
ヲ
貸
与
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
モ
前
記
証
言
二
依
リ
テ
之
ヲ
認
メ
得
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
原
審
証
人
小
松
崎
市
郎

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ノ
証
言
ハ
措
言
シ
難
ッ
然
ラ
ハ

X
ハ
本
件
貸
借
契
約
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
能
力
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
七
ツ
ム
ル
為
積
極
的
二
欺
岡
手
段
ヲ
用
ヒ
テ
該
契
約
ヲ
為

、
、
、
、
、
、
、
、

シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

X
ハ
之
ヵ
取
消
ヲ
為
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
ク

X
ノ
前
記
取
消
ノ
意
思
表
示
ハ
無
効
ナ
リ
」
と
判
示
し
て
、

Y
の
請
求
を
認
容

二
級
の
選
挙
権
云
々
」
と
の
明
言
は
い
ま
だ
詐
術
と
は
い
え
な
い
。
詐
術
と
は
、
戸
籍

騰
本
を
偽
造
し
て
無
能
力
者
た
る
事
実
を
隠
蔽
し
ま
た
他
人
を
し
て
自
己
の
能
力
者
た
る
こ
と
を
偽
証
せ
し
め
る
よ
う
に
積
極
的
詐
欺
の
手
段
と
し
て

相
手
方
に
あ
る
物
を
示
し
て
錯
誤
に
陥
ら
し
む
る
に
足
る
術
策
を
講
ず
る
事
実
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
原
判
示
摘
示
の
事
実
は
積
極
的
欺
岡
手
段
を

上
告
棄
却

然
レ
ト
モ
民
法
第
二
十
条
に
所
謂
「
詐
術
ヲ
用
ヰ
タ
ル
ト
キ
」
ト
ハ
無
能
力
者
力
他
人
ヲ
シ
テ
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
誤
信
七
シ
ム
ル
為
自
己
ノ
能
力
者

タ
ル
コ
ト
ヲ
陳
述
シ
因
テ
其
ノ
目
的
ヲ
達
シ
タ
ル
場
合
ヲ
モ
指
称
シ
所
論
ノ
如
ク
積
極
的
詐
欺
ノ
手
段
ト
ッ
テ
相
手
方
二
或
ル
物
ヲ
示
ツ
錯
誤
二
陥
ラ

シ
ム
ル
ニ
足
ル
術
策
ヲ
講
シ
タ
ル
場
合
ノ
ミ
ヲ
指
称
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
（
大
正
十
五
年
（
オ
）
第
一
三
五
九
号
事
件
昭
和
二
年
十
一
月
二
十

六
且
―
ー
ロ
渡
本
院
判
決
参
照
）
今
之
ヲ
本
件
二
観
ル
ニ
原
判
決
ハ
準
禁
治
産
者
タ
ル
上
告
人
ハ
被
上
告
人
卜
本
件
消
費
貸
借
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
被
上
告
人
ニ

対
シ
自
分
ハ
元
準
禁
治
産
者
ナ
リ
シ
モ
父
死
亡
後
其
ノ
宣
言
ハ
取
消
サ
レ
一
級
ノ
選
挙
権
ヲ
モ
有
シ
居
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
必
ス
迷
惑
ハ
掛
ケ
サ
ル
ヘ
シ
ト

明
言
シ
被
上
告
人
ハ
之
ヲ
信
用
シ
テ
上
告
人
二
対
シ
本
件
金
員
ヲ
貸
与
シ
タ
ル
事
実
ヲ
確
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
該
事
実
二
依
レ
ハ
上
告
人
ハ
無

能
力
者
ナ
ル
ニ
拘
ラ
ス
本
件
消
賀
貸
借
ヲ
為
ス
ニ
付
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
民
法
第
二
十
条
二
所
謂
詐
術
ヲ
用
ヰ
タ
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス

従
テ
原
判
決
力
上
告
人
ノ
為
シ
タ
ル
所
論
取
消
ノ
意
思
表
示
ヲ
無
効
ナ
リ
ト
説
明
シ
タ
ル
ハ
相
当
ニ
シ
テ
原
判
決
ニ
ハ
所
論
ノ
如
キ
違
法
ア
ル
コ
ト
ナ

ク
論
旨
其
ノ
理
由
ナ
シ

〔
判
旨
〕

用
い
た
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
に
あ
る
。

（
七
九
七
）



(3) 
判
例
③
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

認
定
は
さ
れ
て
い
な
い
）
、

け
れ
ば
、

第
三
九
巻
第
四
・
五
号

こ
の
判
例
④
を
準
禁
治
産
者
が
金
員
を
借
り
受
け
る
に
際
し
て
、
相
手
方
に
対
し
、
自
分
は
元
は
準
禁
治
産
者
で
あ
る
が
父
死
亡
後
そ

の
宜
告
は
取
消
さ
れ
一
級
の
選
挙
権
も
有
し
て
い
る
の
で
迷
惑
は
か
け
な
い
旨
を
明
言
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

場
合
で
な
く
と
も
、
詐
術
と
な
る
と
し
た
判
例
と
評
す
る
な
ら
ば
（
津
田
論
文
八
一
頁
）
、

ろ
う
か
。
普
通
選
挙
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
昭
和
元
年
（
一
九
二
五
年
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
衆
議
院
議
員
や
県
会
議
員
の
選
挙
権

を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
相
当
の
資
産
人
格
等
具
備
し
て
い
る
と
の
一
般
的
信
用
を
得
て
い
た
顕
著
な
事
実
で
あ
る
（
高
額
納
税
者
で
な

選
挙
権
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
）
。

力
あ
り
と
信
ず
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
確
か
に
、
戸
籍
騰
本
な
ど
、
積
極
的
に
何
か
あ
る
物
を
作
成
・
呈
示
し
た
と
の
事
実
は
な
く
と

も
、
詐
術
が
あ
っ
た
と
判
示
し
た
の
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
判
旨
は
、
上
告
理
由
の
、

ヲ
示
シ
（
相
手
方
ヲ
）
錯
誤
二
陥
ラ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
術
策
ヲ
講
ジ
ク
場
合
」
の
み
を
詐
術
と
す
る
見
解
を
否
定
し
、
そ
れ
に
答
え
る
形
で

「
民
法

1

1

0
条
二
所
謂
『
詐
術
ヲ
用
ヰ
ク
ル
ト
キ
』
ト
ハ
無
能
力
者
ヵ
他
人
ヲ
シ
テ
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
誤
信
セ
シ
ム
ル
為
自
己
ノ
能
力

(
4
)
 

者
ク
ル
コ
ト
ヲ
陳
述
シ
因
テ
以
テ
其
ノ
目
的
ヲ
達
シ
ク
ル
場
合
ヲ
モ
指
称
」
す
る
と
の
見
解
を
示
し
た
が
、
そ
れ
に
続
く
判
示
を
見
て
も

(
5
)
 

明
ら
か
の
よ
う
に
単
に
能
力
者
た
る
こ
と
の
陳
述
の
み
で
詐
術
に
当
る
と
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

有
す
る
こ
と
の
、
大
正
一

0
年
前
後
の
時
代
の
法
意
識
等
を
考
慮
し
、
事
案
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
判
旨
を
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
う
。

本
件
の
無
能
力
者
の
態
度
と
明
言
は
、
戸
籍
騰
本
な
ど
の
偽
造
に
匹
敵
す
る
欺
岡
手
段
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
件
判
決
が

(
6
)
 

判
例
⑥
大
判
昭
和
八
年
一

0
月
―
-
＝
日
は
妻
の
無
能
力
を
扱
っ
た
点
で
特
色
の
あ
る
事
件
で
あ
る
。
判
例
④
と
同
じ
く
、
無
能
力

関
法

積
極
的
術
策
を
弄
し
た

余
り
に
皮
相
な
分
析
と
い
う
べ
き
で
は
な
か

本
件
は
お
そ
ら
く
浪
費
を
理
由
と
す
る
準
禁
治
産
宜
告
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
が
（
事
実

父
が
死
亡
し
て
そ
の
宣
告
は
取
消
さ
れ
一
級
の
選
挙
権
を
有
し
て
い
る
と
明
言
す
れ
ば
、

相
手
方
が
そ
の
能

「
積
極
的
詐
欺
ノ
手
段
ト
シ
テ
或
ル
物

「
一
級
の
選
挙
権
」
を

八
六
（
七
九
八
）



⑥
 

無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

者
の
相
手
方
が
貸
金
の
返
還
を
求
め
た
。
こ
の
判
例
は
つ
ぎ
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
判
文
上
は
、
確
か
に
陳
述
期
に
移
行
し
た
と
評
し
て

よ
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
原
審
の
認
定
事
実
と
上
告
理
由
と
を
比
較
対
照
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
よ
う
に
思

〔
貸
金
請
求
事
件
〕

八
七

大
判
昭
和
八
年
一

0
月
―
-
＝
日
（
民
集
―
二
巻
二
三
号
二
四
九
一
頁
）

〔
事
実
〕

Y
（
原
告
・
被
控
訴
人
、
上
告
人
）
は
、

x
（
被
告
、
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
に
対
し
て
大
正
一
五
年
中
の
八
月
、
一
―
月
‘
―
二
月
の

三
回
に
合
計
金
二
千
三
百
円
を
貸
付
け
、
昭
和
二
年
一
月
五
日
右
三
口
の
債
権
合
計
二
千
―
―
一
百
円
を
目
的
と
し
て

x、
A
、
B
と
の
間
に
右
三
名
を
連

帯
債
務
者
と
し
て
準
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
。

X
ら
は
一
部
を
弁
済
し
た
の
み
で
そ
の
余
の
支
払
い
を
し
な
い
の
で
、

Y
は
X
に
支
払
い
を
求
め

て
本
訴
を
提
起
し
た
。
本
件
消
費
貸
借
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、

X
は
夫
の
あ
る
身
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
に
は
夫
は
い
な
い
旨
を
Y
に
告
げ
、

か
つ
保
険
会
社
の
外
交
員
と
し
て
保
険
の
勧
誘
を
し
て
一
人
で
生
活
し
て
い
る
旨
を
告
げ
、
そ
の
能
力
者
た
る
こ
と
を

y
を
し
て
信
ぜ
し
め
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
も
、

X
の
知
人
C
(
C
の
妻
は
X
の
教
え
子
）
は
そ
の
場
に
同
席
し
て
い
て
、

C
も
ま
た
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
た
の
で
、
自
己
の
親
友

た
る
C
の
言
も
あ
っ
た
の
で

y
は
X
の
言
を
深
く
信
ず
る
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
が
X
は
夫
の
同
意
も
な
く
本
件
金
銭
貸
借
契
約
を
し
た
も
の
で
あ
る
と

し
て
X
の
夫
は
X
の
行
為
を
取
消
し
た
。
一
審
は

y
の
請
求
を
認
容
し
た
が
、
原
審
は
X
の
抗
弁
を
容
れ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
本
件
準
消
費

貸
借
の
取
消
を
認
め
た
。

わ
れ
る
。

「
仮
リ
ニ

X
ヵ
本
件
消
費
貸
借
ヲ
為
シ
ク
ル
際

y
二
対
シ
右

y
主
張
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
告
ケ
ク
ル
為
Y
力
X
ヲ
無
夫
ノ
能
力
者

ナ
リ
ト
信
シ
ク
ル
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ

x力
単
二
右
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
告
ケ
ク
リ
ト
ノ
事
実
ノ
ミ
ニ
依
リ
テ
＾
未
ク
以
テ
X
ヵ
民
法
第
二
十
条
二
所
謂
能

力
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
ッ
ム
ル
為
メ
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ト
倣
ス
ニ
足
ラ
ス
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ナ
リ
ト
ス
尤
モ

xヵ
y
二
右
ノ
如
キ
事
実
ヲ
告
ケ
ク

ル
際
訴
外
C
モ
亦
同
様
ノ
趣
旨
ヲ
述
へ
因
テ

y
ハ
深
ク
其
ノ
事
実
ヲ
信
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
コ
ト
ハ
原
審
証
人
C
山
内
チ
ャ
ウ
ノ
証
言
及
Y
本
人
訊
問
ノ

結
果
ニ
ョ
リ
之
ヲ
窺
ヒ
得
レ
ト
モ

X
力
右

cヲ
ッ
テ
右
ノ
如
キ
陳
述
ヲ
為
サ
シ
メ
ク
リ
ト
ノ
事
実
二
付
テ
ハ
何
等
ノ
証
拠
ナ
シ
従
テ
前
示
X
の
夫
ノ
為

ッ
ク
ル
取
消
ノ
意
思
表
示
＾
無
効
ナ
リ
ト
ノ

y
ノ
主
張
ハ
理
由
ナ
シ
然
ラ
ハ

X
力
其
ノ
夫
ノ
許
可
ナ
ク
シ
テ
為
シ
ク
ル
本
件
準
消
費
貸
借
＾
右
取
消
ノ

（
七
九
九
）



第
一
―
―
九
巻
第
四
•
五
号

結
果
」
初
よ
り
無
効
な
り
し
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

y
は、

X
が
C
を
し
て
自
己
の
陳
述
の
真
実
性
を
確
保
す
る
手
段
に
出
て
、
結
果
、

金
銭
貸
借
交
渉
の
目
的
を
達
し
た
る
こ
と
は
原
判
決
の
認
定
事
実
か
ら
こ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
く
は
な
い
、

コ
ト
ノ
陳
述
ヲ
為
ス
以
外
巧
二
相
手
方
ヲ
誤
信
セ
シ
メ
得
ヘ
キ
言
辞
ヲ
弄
シ
且
其
ノ
席
上
仮
二
他
人
二
委
託
シ
テ
其
ノ
事
実
ヲ
裏
書
セ
シ
メ
タ
ル
ニ
非

サ
ル
ニ
セ
ョ
捗
ク
ト
モ
他
人
ヲ
シ
テ
同
一
事
実
ヲ
陳
述
セ
シ
ム
ル
ノ
機
会
ヲ
与
ヒ
之
ヲ
利
用
ジ
テ
…
…
相
手
方
ヲ
シ
テ
有
夫
ノ
婦
二
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
誤

信
七
シ
メ
タ
ル
本
件
ノ
如
キ
事
実
力
所
謂
詐
術
ヲ
用
キ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
為
ッ
タ
ル
ハ
正
ッ
ク
同
条
ノ
解
釈
ヲ
誤
リ
之
力
正
当
ナ
ル
適
用
ヲ
為
サ
サ

リ
ッ
モ
ノ
ニ
ッ
テ
破
毀
ヲ
免
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ナ
リ
ト
確
信
ス
」
と
主
張
し
て
上
告
し
た
。

（
な
お
、

Y
の
上
告
理
由
に
よ
れ
ば
、

Y
の
よ
う
な
「
厄
」
に
会
え
る
も
の
は
他
に
も
多
数
い
て
そ
の
う
ち
一
人
は
「
悶
死
」
し
て
い
る
。

X
は
保
険

外
交
員
と
し
て
非
凡
な
弁
オ
と
怪
腕
と
を
有
し
名
声
実
に
高
い
、
と
述
べ
て
い
る
）
。

〔
判
旨
〕

破
毀
羞
戻

按
ス
ル
ニ
民
法
第
二
十
条
二
所
謂
「
詐
術
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ト
キ
」
ト
ハ
無
能
力
者
力
他
人
ヲ
シ
テ
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
誤
信
セ
ッ
ム
ル
為
自
己
ノ
能
力
者

ク
ル
コ
ト
ヲ
陳
述
ッ
因
テ
以
テ
目
的
ヲ
達
シ
タ
ル
場
合
ヲ
モ
指
称
ッ
積
極
的
詐
欺
ノ
手
段
ト
ッ
テ
相
手
方
二
或
ル
物
ヲ
示
シ
錯
誤
二
陥
ラ
ッ
ム
ル
ニ
足

ル
術
策
ヲ
講
ジ
タ
ル
場
合
ノ
ミ
ヲ
指
称
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ハ
当
院
ノ
艇
判
例
ト
ス
ル
所
ナ
リ
（
大
正
十
五
年
（
オ
）
第
一
三
五
九
号
昭
和
二
年
十

一
月
二
十
六
日
判
決
昭
和
四
年
（
オ
）
第
一
九
六
四
号
同
五
年
四
月
十
八
日
判
決
昭
和
七
年
（
オ
）
第
―
二
九
三
号
同
八
年
一
月
―
―
-
+
―
日
判
決
）
故
二
若

シ
Y
主
張
ノ
如
ク
借
主
タ
ル

x力
本
件
消
費
貸
借
ヲ
為
シ
タ
ル
際
貸
主
タ
ル

Y
二
対
ッ
夫
ナ
キ
旨
ヲ
告
ヶ
且

x
ハ
保
険
会
社
ノ
外
交
員
ト
シ
テ
保
険
ノ

勧
誘
ヲ
為
ッ
テ
一
人
ニ
テ
生
活
シ
居
ル
旨
ヲ
告
ケ
タ
ル
為

y
ヵ

xヲ
無
夫
ノ
能
力
者
ナ
リ
ト
信
シ
タ
ル
事
実
ア
リ
ト
セ
ハ
之
レ

X
ヵ
民
法
第

1

一
十
条
ニ

所
謂
能
力
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
詐
術
ヲ
用
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス
然
ル
ニ
原
審
力

Y
主
張
ノ
右
事
実
ノ
有
無
ヲ
審
判
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
論
旨

摘
録
ノ
如
ク
説
示
シ
仮
二
斯
ル
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ

X
力
単
二
右
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
告
ヶ
タ
リ
ト
ノ
事
実
ノ
ミ
ニ
依
リ
テ
ハ
未
夕
以
テ

X
力
同
法
条
二
所

謂
能
力
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
ッ
ム
ル
為
詐
術
ヲ
用
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ト
倣
ス
ニ
足
ラ
ス
ト
為
シ
此
ノ
点
二
関
ス
ル

y
ノ
夫
ノ
取
消
ノ
意
思
表
示
ハ
無
効
ナ
ル

旨
ノ
再
抗
弁
ヲ
排
斥
シ
タ
ル
ハ
前
記
法
条
ノ
解
釈
適
用
ヲ
誤
リ
タ
ル
ノ
違
法
ア
リ
テ
論
旨
理
由
ア
リ
原
判
決
ハ
全
部
破
毀
ヲ
免
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

関
法

¥
¥
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無
能
力
者
力
能
力
者
ク
ル

（八

0
0
)



(4) 
よ
う
。

無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

な
ど
を
引
用
し
て
、

八
九

〔
源
太
郎
詐
術
事
件
〕
と
し
て
有
名
で

つ
ぎ

判
例
⑥
の
原
審
が
そ
の
判
決
理
由
中
に
お
い
て
、

X
が
夫
の
な
い
身
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
保
険
の
外
交
員
と
し
て
保
険
の
勧
誘
を
し

て
一
人
で
生
活
し
て
い
る
旨
を
告
げ
て
、
自
分
が
能
力
者
で
あ
る
と

y
を
し
て
信
ぜ
し
め
た
上
に
、
同
席
し
た
訴
外
人
C
も
ま
た
同
様
の

趣
旨
を
述
べ
た
の
で
、

Y
が
深
く
X
の
言
を
信
じ
た
こ
と
は
「
之
ヲ
窺
ヒ
得
レ
ト
モ

xガ
右

cヲ
シ
テ
右
ノ
如
キ
陳
述
ヲ
為
サ
シ
メ
ク
リ

ト
ノ
事
実
二
付
テ
ハ
何
等
ノ
証
拠
ナ
シ
」
と
判
示
し
て
い
る
の
は
、
上
告
理
由
な
ら
ず
と
も
い
か
に
も
お
か
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

X
が
C
の
言
を
利
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
「
嘗
テ
其
ノ
他
人
二
同
一
事
実
ヲ
告
ケ
テ
之
ヲ
欺
キ
其
ノ
他
人
ヲ
シ
テ
其

ノ
事
実
ノ
真
実
ナ
ル
コ
ト
ヲ
誤
信
セ
シ
メ
居
リ
シ
以
上
其
ノ
他
人
力
無
意
識
二
其
ノ
事
実
ノ
真
実
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
朋
ス
ル
カ
如
キ
地
位
ニ

立
ッ
コ
ト
ト
為
リ
而
シ
テ
斯
ル
成
行
ヲ
利
用
シ
ク
ル
ハ
畢
党
無
能
力
者
自
身
二
其
ノ
責
ヲ
帰
ス
ヘ
キ
ハ
当
然
ニ
シ
テ
結
局
故
意
二
他
人
ノ

カ
ヲ
借
リ
テ
相
手
方
ヲ
誤
信
セ
シ
メ
ク
ル
ト
其
ノ
揆
ヲ
―
ニ
シ
其
ノ
間
二
何
等
ノ
差
異
ヲ
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
」

節
）
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
判
例
⑥
が
、
そ
の
判
旨
中
に
お
い
て
、
判
例
③
（
大
判
昭
和
二
年
）
判
例
④
（
大
判
昭
和
五
年
）

「
詐
術
ヲ
用
ヰ
ク
ル
ト
キ
」
と
は
、
無
能
力
者
が
他
人
を
し
て
能
力
者
た
る
こ
と
を
誤
信
せ
し
め
る
た
め
自
己
の
能

力
者
た
る
こ
と
を
陳
述
し
、
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
し
た
る
場
合
を
も
指
称
す
る
と
判
示
し
、
抽
象
的
文
言
と
し
て
は
、
確
か
に
積
極
的

術
策
を
不
要
と
す
る
立
場
へ
修
正
し
た
か
と
も
解
せ
ら
れ
う
る
が
、
事
案
に
即
す
る
な
ら
ば
、
他
人
の
言
を
も
積
極
的
に
利
用
し
て
相
手

方
を
し
て
自
分
が
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
誤
信
せ
し
め
た
場
合
に
「
詐
術
」
あ
り
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
判
例
⑥
は
さ
ら
に
、

に
取
り
上
げ
る
判
例
⑥
（
大
判
昭
和
八
年
一
月
―
―
―
―
日
）

〔
源
太
郎
詐
術
事
件
〕
を
も
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
判
例
⑥
は
判
例
分
析
に

お
い
て
、
上
告
審
の
判
旨
の
抽
象
的
文
言
の
み
を
重
視
す
る
立
場
の
欠
点
が
あ
ら
わ
に
な
る
事
件
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
つ
ぎ
に
検
討
し

判
例
⑥
の
九
ヶ
月
ほ
ど
前
に
判
決
さ
れ
た
判
例
⑥
（
大
判
昭
和
八
年
一
月
三
一
日
）
は
、

(
Y
の
上
告
理
由
中
の
一

（八

0
1
)



第
三
九
巻
第
四
・
五
号

あ
る
（
我
妻
栄
編
『
改
訂
民
法
基
本
判
例
集
』
七
頁
、
〔
五
〕
事
件
参
照
）
。

原
告
X
の
先
代
は
関
源
太
郎
と
い
っ
て
、

（
第
二
審
で
源
太
郎
と
直
接
会
っ
て
取
引
し
た
委
託
会
社
の
店
員
A
の

証
言
）
で
あ
っ
た
が
、
大
正
一
三
年
九
月
五

H
準
禁
治
産
の
宜
告
を
受
け
（
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
浪
費
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
右
店

員
A
の
証
言
参
照
）
、
妻
（
関
く
に
）
が
保
佐
人
に
選
任
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
源
太
郎
は
昭
和
二
年
一

0
月
二

0
日
か
ら
同
年
―
一
月
一
五
日
ま
で
の

間
に

y
（
被
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
、
米
穀
取
引
等
商
品
取
引
委
託
会
社
）
と
の
間
に

Y
の
店
員
A

（
瀧
澤
音
四
郎
）
を
通
じ
て
、
東
京
米
穀
取
引
所

に
お
け
る
定
期
米
の
売
買
委
託
取
引
を
行
い
、
証
拠
金
と
し
て
三
百
円
並
び
に
証
拠
金
代
用
と
し
て
本
件
債
券
（
ど
ん
な
債
券
な
の
か
ま
た
時
価
い
く

ら
か
な
ど
の
認
定
は
な
い
）
を

y
に
交
付
し
て
あ
っ
た
。
源
太
郎
は
こ
の

y
と
の
委
託
契
約
に
よ
る
定
期
米
商
品
取
引
に
お
い
て
相
当
の
損
金
を
出
し

昭
和
三
年
四
月
二
六
日
源
太
郎
は
、
本
件
売
買
の
委
託
及
び
証
拠
金
並
び
に

た
も
の
の
如
く
で
あ
る
（
損
金
総
額
七
百
円
余
と
認
定
さ
れ
て
い
る
）
。

そ
の
代
用
品
た
る
債
券
の
交
付
は
重
要
な
る
動
産
に
関
す
る
権
利
の
得
喪
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
る
の
に
保
佐
人
た
る
妻
の
同
意
を
得
ず
に
な
し
た

も
の
で
あ
る
と
の
理
由
で
、

y
に
対
し
て
右
法
律
行
為
の
取
消
の
意
思
表
示
を
し
た
。
そ
の
ご
源
太
郎
は
昭
和
四
年
―
一
月
二
七
日
に
死
亡
し
（
何
歳

で
あ
っ
た
か
も
不
明
）
、

「
健
康
テ
立
派
ナ
人
」

（八

0
二）

原
告
X
が
同
日
そ
の
家
督
相
続
を
し
た
。
先
代
た
る
源
太
郎
を
相
続
し
た
X
は
Y
に
対
し
て
右
に
交
付
し
た
金
三
百
円
及
び

債
券
の
返
還
を
求
め
て
本
訴
に
及
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
Y
は
、
源
太
郎
が
準
禁
治
産
宜
告
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
ま
た
行
為
を
な
す
に
つ
い
て
保
佐

人
を
同
意
を
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
全
く
こ
れ
を
知
ら
ず
、
し
か
も
源
太
郎
は
本
件
法
律
行
為
を
な
す
に
際
し
て
、
そ
の
能
力
者
た
る
こ
と
を
信
ぜ

し
め
る
た
め
、

Y
に
対
し
て
自
分
は
能
力
者
で
あ
る
と
告
げ
、
ま
た
「
相
当
ノ
資
産
信
用
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
安
心
シ
テ
取
引
セ
ラ
レ
度
キ
旨
ヲ

述
ぺ
以
テ

Y
ヲ
シ
テ
其
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
か
ら
、
源
太
郎
は
本
件
法
律
行
為
を
取
消
す
こ
と
を
得

な
い
と
主
張
し
た
。
第
一
審
は
X
の
請
求
認
容
。
原
審
は
、
源
太
郎
が
本
件
取
引
を
な
す
に
当
り
「
自
分
は
相
当
の
資
産
信
用
を
有
す
る
を
も
っ
て
安

心
し
て
取
引
せ
ら
れ
度
き
旨
」
陳
述
し
た
事
実
を
確
定
し
た
が
、
い
ま
だ
詐
術
を
用
い
た
と
は
い
え
な
い
。
源
太
郎
は
右
の
言
動
の
他
に
は
、
自
己
を

〔
事
実
〕

⑥
大
判
昭
和
八
年
一
月
一
―
-l
日
（
民
集
―
二
巻
一
号
二
四
頁
）

関
法

〔
委
託
金
等
返
還
請
求
事
件
・
源
太
郎
詐
術
事
件
〕

九
〇



無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

〔
判
旨
〕

破
毀
自
判

能
力
者
と
信
ぜ
し
む
べ
き
積
極
的
言
動
を
な
し
て
い
な
い
、
と
の
理
由
で
源
太
郎
の
昭
和
一
ー
一
年
四
月
二
六
日
の
取
消
の
意
思
表
示
を
有
効
と
認
め
源
太

郎
を
家
督
相
続
し
た
X
は
先
代
源
太
郎
の
一
切
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
の
で
、
本
件
証
拠
金
一
ー
ー
百
円
と
代
用
品
た
る
債
券
の
返
還
請
求
を
認
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て

Y
は
詳
細
な
上
告
理
由
を
展
開
し
て
上
告
し
た
。

九

初
テ
按
ス
ル
ニ
民
法
第
二
十
条
二
所
謂
「
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
ト
キ
」
ト
ハ
無
能
力
者
力
他
人
ヲ
シ
テ
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
誤
信
七
シ
ム
ル
為
自
己
ノ
能

力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
陳
述
シ
因
テ
其
ノ
目
的
ヲ
達
シ
ク
ル
場
合
ヲ
モ
指
称
シ
積
極
的
詐
欺
ノ
手
段
ト
シ
テ
相
手
方
二
或
ル
物
ヲ
示
シ
錯
誤
二
陥
ラ
シ
ム
ル

ニ
足
ル
術
策
ヲ
講
シ
ク
ル
場
合
ノ
ミ
ヲ
指
称
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
従
テ
準
禁
治
産
者
力
他
人
卜
或
ル
法
律
行
為
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
其
ノ
無
能
力
者
ク
ル
コ
ト

ヲ
隠
蔽
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
相
手
方
二
対
シ
自
分
ハ
相
当
ノ
資
産
信
用
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
安
心
シ
テ
取
引
七
ラ
レ
度
キ
旨
ヲ
陳
述
シ
以
テ
相
手
方
二
対
シ

其
ノ
無
能
カ
二
付
疑
念
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
防
止
シ
因
テ
以
テ
其
ノ
目
的
ヲ
達
シ
ク
ル
場
合
ノ
如
キ
ハ
均
シ
ク
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
場
合
二
該
当
ス
ル

モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
妥
当
ト
ス
蓋
準
禁
治
産
者
ハ
相
当
ノ
資
産
信
用
ヲ
有
ス
ル
モ
安
心
シ
テ
取
引
ヲ
為
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
叙
上
ノ
如
キ
陳
述

ハ
即
自
己
力
取
引
ノ
相
手
方
ト
シ
テ
完
全
ナ
ル
資
格
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
意
味
ス
ル
モ
ノ
ニ
ッ
テ
之
二
因
リ
相
手
方
＾
其
ノ
資
産
信
用
能
力
等
二
関
ス
ル

疑
ヲ
一
掃
シ
準
禁
治
産
者
ヲ
以
テ
取
引
ノ
相
手
方
ト
ッ
テ
完
全
ナ
ル
モ
ノ
ト
信
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
コ
ト
自
己
ヲ
以
テ
能
力
者
ナ
リ
ト
確
言
シ
又
＾
無
能

力
者
二
非
ス
ト
陳
述
シ
ク
ル
場
合
卜
豪
モ
異
ナ
ル
所
ナ
ケ
レ
＾
ナ
リ
原
判
決
ノ
確
定
ッ
ク
ル
事
実
二
依
レ
ハ
準
禁
治
産
者
ク
ル
被
上
告
人
先
代
源
太
郎

ハ
昭
和
二
年
十
月
二
十
日
ョ
リ
同
年
十
一
月
十
五
日
迄
ノ
間
二
上
告
人
二
対
シ
東
京
米
穀
取
引
所
二
於
ケ
ル
定
期
米
売
買
ノ
委
託
ヲ
為
シ
之
ヵ
証
拠
金

ト
ッ
テ
金
三
百
円
及
証
拠
金
代
用
品
ト
ッ
テ
原
判
決
添
附
物
件
目
録
表
示
ノ
債
券
ヲ
上
告
人
二
交
付
シ
ク
リ
而
シ
テ
被
上
告
人
先
代
源
太
郎
力
右
取
引

ヲ
為
ス
ニ
当
リ
上
告
人
ノ
店
員
ク
ル
瀧
澤
音
四
郎
二
対
シ
自
己
ハ
相
当
ノ
資
産
信
用
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
安
心
シ
テ
取
引
セ
ラ
レ
度
キ
旨
ヲ
述
へ
瀧
澤
ハ

之
ヲ
上
告
人
二
通
ッ
ク
リ
ト
云
フ
ニ
在
リ
テ
右
ノ
陳
述
ハ
被
上
告
人
先
代
源
太
郎
力
其
ノ
無
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
隠
蔽
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
為
サ
レ
ク
ル

モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
推
認
ス
ル
ニ
足
ル
ヲ
以
テ
被
上
告
人
先
代
源
太
郎
ハ
上
告
人
二
対
シ
テ
民
法
第

1

一
十
条
二
所
謂
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ト
認
ム

ヘ
ク
従
テ
取
消
権
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
拘
ラ
ス
原
判
決
＾
右
事
実
ノ
ミ
ニ
依
リ
テ
＾
源
太
郎
力
本
件
法
律
行
為
ヲ
為
ス
ニ
付
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ

（八

01―
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ル
ト
キ
」
と
表
現
し
、
単
に
無
能
力
者
と
告
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、

と
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、

己
の
能
力
者
た
る
こ
と
を
陳
述
す
る
こ
と
を
も
指
称
す
る
、

と
い
う
。
こ
の
解
釈
は
抽
象
的
に
、
文
詞
だ
け
を
み
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に

厳
格
期
の
積
極
的
術
策
を
要
す
る
と
の
立
場
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
間
自
己
を
も
っ
て
能
力
者
な
り
と
確
言
し
ま
た
は
無

能
力
者
に
非
ず
と
陳
述
す
る
こ
と
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
表
現
し
、
し
か
も
、
こ
の
川
・
圃
と
本
件
の
源
太
郎
の
言
動
と
は
、
「
奄
モ
異

ナ
ル
所
ナ
」
し
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
無
能
力
者
た
る
準
禁
治
産
者
が
他
人
と
法
律
行
為
を
な
す
に
あ
た
り
、
そ
の
無
能
力
者
た

る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
目
的
を
も
っ
て
相
手
方
に
対
し
て
、
圃
「
自
分
は
相
当
の
資
産
信
用
を
有
す
る
を
以
て
安
心
し
て
取
引
せ
ら
れ
た
き

旨
」
の
陳
述
を
な
す
こ
と
は
右
川
・
圃
と
異
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
、
準
禁
治
産
者
は
た
と
え
資
産

信
用
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
決
し
て
相
手
方
は
安
心
し
て
取
引
を
な
し
う
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
圃
の
陳
述
は
相
手
方
か
ら
み
た

ら
源
太
郎
が
取
引
の
相
手
と
し
て
完
全
な
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
相
手
方
は
源
太
郎
の
「
資
産
信

用
能
力
等
二
関
ス
ル
疑
ヲ
一
掃
シ
準
禁
治
産
者
ヲ
以
テ
取
引
ノ
相
手
方
ト
シ
テ
完
全
ナ
ル
モ
ノ
ト
信
ス
ル
ニ
至
ル
」
の
で
、
こ
れ
は
結
局
、

国
す
な
わ
ち
「
自
己
を
も
っ
て
能
力
者
な
り
と
確
言
し
ま
た
は
無
能
力
に
非
ず
と
陳
述
」
す
る
こ
と
と
な
に
ら
異
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

「
資
産
信
用
が
あ
る
か
ら
安
心
し
て
取
引
し
て
く
れ
」
と
の
陳
述
は
、
自
分
の
財
産
と
信
用
に
関
す
る
一

般
的
陳
述
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
陳
述
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
、

味
す
る
と
は
思
え
な
い
。
も
と
も
と
民
法
二

0
条
は
無
能
力
者
が
自
己
を
「
能
力
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
為
メ
」
、
「
詐
術
ヲ
用
ヰ
ク

判
例
⑥
は
、

「
詐
術
ヲ
用
キ
タ
ル
ト
キ
」
の
意
義
を
ま
ず
、
川
無
能
力
者
が
他
人
を
し
て
能
力
者
た
る
こ
と
を
誤
信
せ
し
め
る
た
め
自

当
ニ
シ
テ
論
旨
ハ
其
ノ
理
由
ア
リ
原
判
決
ハ
破
毀
ヲ
免
レ
ス
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信
七
シ
ム
ル
為
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ト
認
メ
難
ッ
ト
為
シ
源
太
郎
ノ
為
ッ
ク
ル
取
消
権
ノ
行
使
ヲ
肯
定
シ
本
訴
請
求
ヲ
認
容
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
ハ
失

関
法

い
ま
だ
も
っ
て
完
全
な
行
為
能
力
者
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
も
意

「
詐
術
」
を
用
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

九

（八
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四）



無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

シ
錯
誤
二
陥
ラ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
術
策
」
と
い
う
狭
い
解
釈
が
判
例
上
展
開
さ
れ
て
き
た
た
め
、

し
て
「
示
シ
ク
」
と
の
言
動
が
な
い
事
案
に
つ
い
て
も
、
無
能
力
者
の
言
動
を
全
体
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
「
或
ル
物
ヲ
示
シ
ク
」
と
い

う
以
上
に
詐
術
的
と
評
価
し
う
る
場
合
に
詐
術
あ
り
と
い
わ
ん
が
た
め
、
前
述
の
川
（
間
も
同
じ
）

た
る
こ
と
を
誤
信
せ
し
め
る
た
め
自
己
の
能
力
者
た
る
こ
と
を
陳
述
す
る
こ
と
」
を
も
「
詐
術
ヲ
用
キ
ク
」
と
い
え
る
と
の
解
釈
を
導
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
判
例
③
・
④
・
⑥
に
も
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
件
の
事
案
の
た
め
に
二

0
条

の
「
詐
術
ヲ
用
ヰ
ク
ル
ト
キ
」
と
の
文
言
を
川
・
側
の
よ
う
に
単
な
る
能
力
者
た
る
こ
と
の
陳
述
と
解
釈
し
直
さ
な
け
れ
ば
、
合
理
的
に

解
決
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
審
院
は
、
上
告
理
由
に
応
え
て
破
棄
自
判
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
告
理
由
を
実
質
的
に
容
認

し
た
と
み
て
よ
い
。
本
件
上
告
理
由
に
よ
れ
ば
、

カ
ッ
ク
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
カ
私
ノ
隣
家
二
菅
谷
卜
云
フ
人
ヵ
居
リ
マ
シ
テ
同
人
力
自
分
ノ
家
へ
関
源
太
郎
卜
云
フ
株
ヲ
取
引
シ
テ
居
ル
人
ヵ

来
テ
居
ル
カ
同
人
ハ
小
山
在
ノ
人
テ
資
産
モ
ア
ル
人
ク
カ
ラ
注
文
ヲ
取
次
イ
テ
ャ
ッ
テ
呉
レ
ト
云
フ
紹
介
カ
ア
リ
マ
シ
ク
ノ
テ
私
力
同
人

ニ
会
ヒ
マ
ス
ト
関
源
太
郎
ハ
自
分
ハ
田
舎
二
財
産
カ
ア
リ
娘
ハ
相
当
ノ
家
へ
遣
ッ
テ
居
ル
ト
云
フ
様
ナ
事
ヲ
申
シ
マ
シ
テ
住
所
等
モ
細
ヵ

ク
書
カ
ナ
ク
テ
モ
手
紙
ヵ
来
ル
ト
云
フ
様
ナ
事
ヲ
申
シ
マ
シ
ク
ノ
テ
云
々
」
と
あ
り
、
ま
た
原
審
の
事
実
認
定
中
に
は
、
源
太
郎
が
昭
和

二
年
十
月
当
時
、

一
七
町
五
反
余
の
畑
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
件
判
例
は
、
従
来
の
「
積
極
的
術
策
」
、

す
な
わ
ち
、

九

積
極
的
詐
欺
の
手
段
と
し
て
「
相
手
方
二
或
ル
物
ヲ
示

Y
の
店
員
（
瀧
澤
音
四
郎
）
の
証
言
に
お
い
て
「
私
＾
関
源
太
郎
卜
云
フ
人
ヲ
知
ラ
ナ

―
町
＿
―
-
反
余
の
宅
地
そ
の
他
五
万
円
前
後
の
不
動
産
並
び
に
有
価
証
券
等
相
当
の
財
産
を
所
有

し
、
本
件
取
引
は
前
後
十
数
回
に
亘
っ
て
総
額
金
七
百
円
余
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
当
時
す
で
に
源
太
郎
は
こ
れ
ら
の
財
産
を
大
部
分
他
に

売
却
し
て
し
ま
い
、
同
人
の
資
力
は
む
し
ろ
債
務
超
過
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
、
上

告
理
由
中
の
「
乙
第
七
号
証
（
証
人
瀧
澤
音
四
郎
調
書
）
末
尾
ノ
記
載
ニ
ョ
レ
ハ

『
一
、
関
（
被
上
告
人
先
代
）（八

0
五）

＾
法
律
ヲ
非
常
二
良
ク

「
無
能
力
者
が
他
人
を
し
て
能
力
者

「
或
ル
物
」
を
偽
造
し
た
り
加
工
し
た
り



を
参
照
）
を
図
っ
た
も
の
と
評
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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知
ッ
テ
居
リ
マ
シ
ク
一
、
関
源
太
郎
ノ
死
後
同
人
ノ
遣
族
＾
株
ノ
短
期
ノ
方
ノ
利
益
金
ハ
請
求
シ
テ
取
ッ
ク
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
聞
イ
テ
居
リ

マ
ス
斯
様
二
利
益
金
ハ
取
ッ
テ
損
金
ノ
方
ハ
準
禁
治
産
者
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
支
払
ハ
ナ
イ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
関
源
太
郎
ハ
健
康
テ

立
派
ナ
人
テ
ア
リ
マ
シ
ク
』
ト
ノ
証
言
ア
リ
依
是
観
之
被
上
告
人
先
代
及
其
ノ
一
族
ハ
其
ノ
法
律
知
識
ヲ
悪
用
シ
所
謂
『
ヤ
ラ
ズ
プ
ッ
ク

ク
リ
』
ノ
方
法
二
依
リ
本
件
取
引
ヲ
為
シ
ク
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
明
白
」
で
あ
る
と
の

y
の
店
員
の
証
言
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
ま
さ
に
「
被
上
告
人
先
代
関
源
太
郎
ハ
十
分
ナ
ル
法
律
知
識
ヲ
有
シ
自
己
ヲ
能
力
者
卜
誤
信
セ
シ
ム
ル
為
極
メ
テ
巧
妙
ナ
ル
術
策
ニ

出
テ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
窺
知
シ
得
ヘ
ク
又
前
記
ノ
如
キ
事
情
ノ
下
二
為
サ
レ
ク
ル
『
自
分
＾
相
当
資
力
信
用
ア
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
安

心
シ
テ
取
引
セ
ラ
レ
度
シ
』
ト
ノ
陳
述
ハ
其
ノ
態
度
及
前
後
ノ
事
情
卜
相
侯
ッ
テ
相
手
方
ヲ
誤
信
セ
シ
メ
其
ノ
能
カ
二
関
ス
ル
疑
ヲ
排
斥

セ
シ
ム
ル
ニ
十
分
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
期
ノ
如
キ
ハ
民
法
第
二
十
条
二
所
謂
詐
術
ヲ
用
ヒ
ク
ル
モ
ノ
ト
解
シ
取
消
権
ヲ
消
減
セ
シ
メ
右

ノ
陳
述
二
信
頼
シ
取
引
ヲ
為
シ
ク
ル
者
ヲ
保
護
ス
ル
ヲ
以
テ
立
法
ノ
精
神
二
副
フ
モ
ノ
ト
信
ス
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
圃
の
陳
述
は
そ

れ
だ
け
を
他
の
相
前
後
す
る
源
太
郎
の
言
動
か
ら
切
り
離
し
て
言
辞
の
み
を
評
価
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
「
極
メ
テ
巧
妙
ナ
ル
術
策
」
と

評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
原
審
と
し
て
は
、
源
太
郎
が
い
か
な
る
事
情
で
準
禁
治
産
宣
告
を
受
け
、
本
件
取
引
に
先
行
す
る
財
産
処

分
に
つ
い
て
の
源
太
郎
の
遺
族
が
取
消
を
し
た
の
か
追
認
を
し
た
の
か
、
ま
た
株
取
引
の
結
果
の
利
益
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
追
認
し
、
本

件
米
相
場
の
損
金
に
つ
い
て
は
商
品
委
託
取
引
自
体
を
取
消
し
て
な
お
か
つ
預
け
た
証
拠
金
と
債
券
と
の
返
還
を
求
め
る
な
ど
の
一
連
の

行
為
の
客
観
的
意
味
な
ど
に
つ
い
て
も
よ
ろ
し
く
釈
明
権
を
行
使
し
て
認
定
判
断
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
本
件
の
源
太
郎
と
そ
の
遣
族
は
、
無
能
力
者
制
度
を
巧
み
に
利
用
し
て
相
場
取
引
の
利
益
は
こ
れ
を
懐
に
し
、
損
金
は
取
引
自
体

を
取
消
し
て
こ
れ
を
免
れ
る
と
い
う
制
度
の
反
信
義
則
的
利
用
（
悪
用
と
い
う
べ
き
か
、

関
法

「
ャ
ラ
ズ
プ
ッ
ク
ク
リ
」
と
の
上
告
人
の
主
張

一
言
半
句
の
文
言
だ
け
を
取
り
上
げ
て
「
詐
術
」
か
否
か
を
決
す
べ
き
で
は

九
四
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無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

な
い
と
思
う
。
ま
し
て
や
能
力
者
た
る
こ
と
の
陳
述
の
み
で
詐
術
に
あ
た
る
と
判
示
し
た
判
例
と
評
す
べ
き
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
本
件
判
決
の
結
論
は
正
当
で
あ
る
（
本
件
は
相
手
方

y
か
ら
の
相
場
取
引
の
損
金
請
求
事
件
で
は
な
く
、
無
能
力
者
側
か
ら
の

証
拠
金
及
び
代
用
品
の
債
券
返
還
請
求
事
件
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
）
。

黙

秘

と

詐

術

九
五

以
上
の
判
例
の
推
移
は
、
第
一
期
1
1
厳
格
期
か
ら
第
二
期
1
1
陳
述
期
に
移
行
し
た
と
解
釈
さ
れ
、
詐
術
の
認
定
を
緩
和
し
て
き
た
と

理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
事
案
に
即
し
て
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
判
例
は
、
抽
象
的
表
現
な
い
し
文
詞
は
そ
の
よ
う
に
解
し
え
て
も
実

質
的
に
は
、
「
積
極
的
術
策
」
を
用
い
た
事
例
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
右
積
極
的
術
策
に
は
偽
造
し
た
戸
籍
騰
本
を
呈
示
し
た
り
、

証
人
を
用
い
て
偽
証
さ
せ
た
り
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
普
通
選
挙
法
制
定
前
の
時
代
に
お
い
て
、
極
め
て
信
用
の
高
か
っ
た
選
挙
権
保

有
者
が
「
一
級
の
選
挙
権
を
有
し
て
い
る
か
ら
決
し
て
迷
惑
を
か
け
な
い
」
と
か
旧
法
時
代
に
無
能
力
者
で
あ
っ
た
妻
が
、
保
険
外
交
員

と
し
て
は
な
ば
な
し
く
活
動
し
て
い
な
が
ら
「
無
夫
の
婦
人
と
称
し
つ
つ
」
取
引
を
し
た
と
い
う
場
合
を
も
包
含
す
る
も
の
と
解
し
て
妨

げ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
準
禁
治
産
者
が
健
康
で
立
派
な
風
格
を
有
し
、
相
当
の
資
産
を
有
し
な
が
ら
、
常
人
で
も
む
つ
か
し
い
定
期

米
売
買
の
委
託
す
な
わ
ち
米
相
場
を
張
っ
て
損
金
を
出
し
た
場
合
に
、
取
引
に
あ
た
り
「
資
産
信
用
が
あ
る
か
ら
安
心
し
て
取
引
し
て
く

れ
」
と
言
明
し
た
と
い
う
場
合
は
も
は
や
こ
れ
に
含
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
む
し
ろ
反
信
義
則
的
制
度
利
用
の
観
点
か
ら
処
理
す
べ

き
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
高
裁
時
代
、

い
わ
ゆ
る
第
三
期
1
1
黙
秘
期
に
な
る
と
具
体
的
結
論
の
点
で
は
問
題
が
な
い
と
し
て
も
、

い
や
し
く
も
単
な

る
「
黙
秘
」
が
「
詐
術
」
と
な
り
う
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
詐
術
概
念
を
緩
和
し
た
、
と
い
う
よ
り
は
、
全
く
空
洞
化

（八

0
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す
る
方
向
へ
お
し
す
す
め
て
し
ま
っ
た
。

判
例
⑦
（
最
判
昭
和
四
四
年
二
月
―
-
＝
日
）
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。

最
判
昭
和
四
四
年
二
月
―
-
＝
日
（
民
集
二
三
巻
二
号
二
九
一
頁
）

黙
秘
事
件
〕

〔
土
地
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記
手
続
請
求
事
件
・
伝
兵
衛

〔
事
実
〕
原
告
兄
〔
伝
兵
衛
〕
は
知
脳
程
度
が
低
く
尋
常
小
学
校
四
年
中
退
で
学
業
を
放
榔
し
、
早
く
か
ら
悪
友
に
誘
わ
れ
て
茶
屋
遊
び
を
覚
え
、

賭
博
、
競
輪
等
の
賭
事
に
耽
り
、
こ
れ
ら
の
資
金
を
得
る
た
め
に
伝
来
の
相
続
財
産
を
次
々
に
処
分
し
、
つ
い
に
は
こ
れ
を
蕩
尽
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ

た
の
で
、
昭
和
―
二
年
五
月
―
二
日
京
都
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
準
禁
治
産
の
宜
告
を
う
け
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
で
伝
兵
衛
の
妻
正
が
保
佐
人
と
な
っ

た
（
伝
兵
衛
は
控
訴
中
に
死
亡
し
、
妻
正
、
長
女
Xa
養
子
兄
が
相
続
し
伝
兵
衛
の
権
利
義
務
を
承
継
し
て
訴
訟
手
続
を
続
行
し
た
）
。

亡
佐
藤
鶴
次
郎
(

A

)

は
亡
伝
兵
衛
の
妻
で
あ
り
そ
の
保
佐
人
と
な
っ
た
正
の
実
家
に
近
い
京
都
市
左
京
区
一
乗
寺
オ
形
町
で
農
業
を
営
み
予
て
か
ら

亡
伝
兵
衛
と
顔
知
り
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
頃
同
人
か
ら
金
借
方
斡
旋
を
依
頼
さ
れ
た
の
で
、
自
己
が
汲
取
り
に
出
入
り
し
て
い
た
被
控
訴
人
Y
の

父
B
に
話
を
も
ち
か
け
、
か
く
し
て
亡
伝
兵
衛
は
昭
和
二
九
年
九
月
一
八
日
右
A
の
仲
介
に
よ
り
そ
の
所
有
に
か
か
る
本
件
土
地
を
含
む
京
都
市
左
京

区
0
0町
0
0番
地
畑
七
畝
二
七
歩
に
抵
当
権
を
設
定
し
、

B
か
ら
一
五
万
円
を
返
済
期
日
昭
和
一
―

-0年
六
月
末
日
利
息
月
五
分
毎
月
末
払
の
約
に
て

借
受
け
、

A
に
対
す
る
礼
金
一
万
五
、

0
0
0円
と
同
年
九
月
分
の
利
息
等
を
差
引
か
れ
、
残
金
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
、
そ
の
後
亡
伝
兵
衛
に
お
い

て
同
年
一

0
月
分
以
降
の
利
息
を
支
払
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
再
び
A
の
仲
介
斡
旋
に
よ
り
期
日
前
の
昭
和
一
―

-0年
一
月
二
二
日
頃
B
が
そ
の
子

被
控
訴
人

y
を
代
理
し
て
前
記
土
地
の
う
ち
本
件
三
畝
二
〇
歩
(
―

-
0坪
）
を
買
受
け
、
そ
の
代
金
を
も
つ
て
貸
付
元
利
金
の
清
算
を
受
け
る
こ
と

と
な
り
、
本
件
土
地
の
売
買
代
金
に
つ
い
て
亡
伝
兵
衛
は
一
坪
当
り
四
、

0
0
0円
と
主
張
し
、

B
は
三
、
五

0
0円
と
主
張
し
て
い
た
が
、
仲
介
人

A
が
仲
を
と
つ
て
三
、
七
五

0
円
と
決
め
、

1
1
0坪
を
代
金
四
―
二
、
五

0
0円
で
売
渡
す
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
、
た
だ
し
右
土
地
は
農
地
で
あ

つ
て
、
そ
の
譲
渡
な
ら
び
に
地
目
変
更
に
つ
い
て
知
事
の
許
可
を
要
す
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
分
筆
登
記
の
う
え
被
控
訴
人
Y
名
義
に
所
有
権
移
転
請

⑦
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無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

九
七

（八

0
九）

求
権
保
全
の
仮
登
記
を
し
て
お
く
こ
と
と
し
、
伝
兵
衛
に
お
い
て
司
法
書
士
上
羽
万
吉

(
C
)
に
右
分
筆
登
記
お
よ
び
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮

登
記
手
続
を
委
任
す
る
と
と
も
に
、
知
事
の
許
可
が
あ
っ
た
場
合

y
に
所
有
権
移
転
の
本
登
記
を
な
す
こ
と
を
約
し
、
右
C
を
介
し
て
本
登
記
手
続
に

必
要
な
自
己
の
印
鑑
証
明
書
委
任
状
を
B
に
交
付
し
た
。
か
く
し
て
前
記
抵
当
物
件
中
よ
り
売
渡
す
べ
き
本
件
一
＿
＿
畝
二
〇
歩
(
―

1
0坪
）
に
つ
い
て

昭
和
―
―

-0年
一
月
二
四
日
受
付
を
も
つ
て
同
町
一

0
番
地
の
一
と
し
て
分
筆
登
記
を
経
由
し
、
同
日
同
物
件
に
つ
い
て
冒
頭
掲
記
0
所
有
権
移
転
請
求

権
保
全
の
仮
登
記

(
C
司
法
書
士
を
双
方
の
代
理
人
と
す
る
）
を
了
し
、
仮
登
記
当
日
B
は
売
買
代
金
中
よ
り
自
己
の
亡
伝
兵
衛
に
対
す
る
貸
付
元
利

金
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
差
引
き
残
代
金
を
伝
兵
衛
に
交
付
し
た
こ
と
、
そ
の
後
伝
兵
衛
は
右
売
却
土
地
に
つ
き
京
都
府
知
事
に
対
し

て
被
控
訴
人
Yl
を
譲
受
人
と
す
る
農
地
法
五
条
に
よ
る
所
有
権
移
転
な
ら
び
に
宅
地
へ
の
地
目
変
更
の
許
可
申
請
を
し
、
そ
の
許
可
が
あ
っ
た
こ
と
、

越
川
太
一
は
右
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
経
由
し
、
残
代
金
の
支
払
を
了
す
る
ま
で
は
亡
伝
兵
衛
が
準
禁
治
産
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
仮
登
記
後

所
有
権
移
転
の
本
登
記
を
な
す
ま
で
の
間
に
亡
伝
兵
衛
金
借
の
事
実
を
察
知
し
た
保
佐
人
正
か
ら
詰
問
を
受
け
始
め
て
亡
伝
兵
衛
が
準
禁
治
産
者
で
あ

る
こ
と
を
覚
知
し
た
こ
と
お
よ
び
亡
伝
兵
衛
は
当
初
B
か
ら
一
五
万
円
を
借
受
け
そ
の
利
息
の
支
払
を
な
し
得
ざ
る
に
及
ん
で
本
件
土
地
売
却
の
挙
に

出
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
問
終
始
自
己
が
準
禁
治
産
者
で
あ
る
こ
と
を
黙
秘
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
一
方
進
ん
で
自
己
が
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
告

げ
た
事
実
も
な
い
こ
と
、
な
ど
が
第
二
審
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ご
昭
和
一
―

-0年
―
一
月
一

0
日
に
Yi
は
Y
に
本
件
土
地
の
所
有

権
を
譲
渡
し
、
そ
の
旨
の
登
記
を
了
し
た
。

そ
こ
で
保
佐
人
で
あ
る
妻
正
は
、
兄
が
本
件
土
地
を
Yl
に
売
却
す
る
に
つ
い
て
正
の
同
意
を
得
て
い
な
か
っ
た
、
と
主
張
し
て
、
昭
和
一
―
―
―
年
四
月

九
日
送
達
の
訴
状
を
も
っ
て
右
土
地
売
買
契
約
を
取
消
し
、
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記
を
請
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し

y
側
は
、
①
保
佐
人
正
の
同
意
が
あ
っ
た
、
③
同
意
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
正
の
追
認
が
あ
っ
た
、
③
同
意
、
追
認
が
な
か
っ
た
と

し
て
も
、

Xl
は
本
件
売
買
を
な
す
に
際
し
、
能
力
者
た
る
こ
と
を
信
ぜ
し
め
る
た
め
詐
術
を
用
い
た
、
と
の
抗
弁
を
主
張
し
た
。

第
一
審
で
は
詐
術
を
認
定
し
、
瓦
敗
訴
。
さ
ら
に
原
審
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
兄
は
本
件
売
買
に
当
た
っ
て
、
そ
の
代
金
額
の
決
定
、
登
記
関
係
書

類
の
作
成
、
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転
お
よ
び
転
用
に
つ
い
て
の
知
事
に
対
す
る
許
可
申
請
な
ど
に
関
し
て
あ
る
程
度
積
極
的
に
行
動
し
た
が
、
終
止



「
自
分
の
も
の
を
自
分
が
売
る
の
に
何
故
妻
に
遠
慮
が
い
る
か
」
と
の
言
辞
は
伝
兵
衛
の
能
力
に
関
し
て
の
言
辞
で
は
な
い
し
、

A
は
た
ん
な
る
仲
介
に
す
ぎ
ず
、
取
引
時
に
は
B
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
も
っ
て
も
詐
術
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
た
。

そ
し
て
民
法
二

0
条
の
解
釈
に
つ
き
つ
ぎ
の
よ
う
な
判
断
を
も
示
し
た
。

「
民
法
二

0
条
の
「
能
力
者
ク
ル
コ
ト
ヲ
信
七
シ
ム
ル
為
メ
詐
術
ヲ
用
ヰ
ク
」
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
を
い
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
厳
格
に
解
す

る
立
場
と
比
較
的
緩
く
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
が
あ
り
、
民
法
の
無
能
力
者
制
度
は
往
々
に
し
て
相
手
方
に
不
測
の
損
害
を
こ
う
む
ら
せ
る
結
果
と

も
な
る
の
で
、
特
に
取
引
の
安
全
が
重
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
近
時
に
お
い
て
は
「
詐
術
」
の
意
味
を
次
第
に
拡
張
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
否
め

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
詐
術
」
と
い
う
以
上
は
、
無
能
力
者
が
自
己
の
行
為
能
力
盆
準
禁
治
産
者
の
場
合
は
保
佐
人
の
同
意
を
得
て

い
る
こ
と
を
も
含
め
て
）
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
誤
信
を
生
ぜ
し
め
た
り
、
ま
た
は
こ
れ
を
強
め
た
り
す
る
た
め
に
、
何
等
か
の
積
極
的
行
為
を
す
る

こ
と
を
要
す
る
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
無
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
態
度
は
、
そ
の
黙
秘
が
具
体
的
状

況
の
も
と
に
お
い
て
詐
術
と
し
て
の
積
極
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
評
価
す
べ
き
特
段
の
事
由
が
あ
る
場
合
は
別
と
し
て
、
一
般
的
に
は
こ
れ
に
該
当
し

な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
無
能
力
者
が
同
意
を
得
ず
し
て
法
律
行
為
を
な
す
場
合
、
相
手
方
に
自
己
が
無
能
力
者
で
あ

る
こ
と
を
黙
秘
す
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
、
い
わ
ば
世
間
普
通
の
状
態
で
あ
り
、
も
し
単
な
る
黙
秘
が
詐
術
に
な
る
と
す
れ
ば
、
無
能
力
者

で
あ
る
こ
と
を
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
し
得
な
い
と
い
う
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
結
果
に
な
り
、
無
能
力
者
を
保
護
す
る
た
め
に
取
消
権
を
与
え
た
法
の

た
と
は
い
え
な
い
し
、
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自
己
が
準
禁
治
産
者
で
あ
る
こ
と
を
黙
秘
し
て
お
り
、
ま
た
進
ん
で
自
己
が
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
事
実
も
な
い
。
ま
た
本
件
売
買
取
引
の
過

程
に
お
い
て
、
仲
介
人
A
が
兄
兄
夫
婦
間
の
円
満
を
慮
っ
て
、
「
畑
は
奥
さ
ん
も
作
っ
て
い
る
の
に
相
談
し
な
く
て
も
よ
い
の
か
」
、
と
尋
ね
た
の
に

対
し
、
「
兄
は
『
自
分
の
も
の
を
自
分
が
売
る
の
に
何
故
妻
に
遠
慮
が
い
る
の
か
』
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
原
審
は
、
伝
兵
衛
は
こ
れ
ま
で

も
た
び
た
び
所
有
不
動
産
を
他
へ
処
分
し
た
経
験
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
手
続
に
つ
い
て
も
明
る
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
秘
密
の
借
銭
の

始
末
を
つ
け
る
た
め
の
本
件
土
地
の
売
却
に
当
っ
て
み
ず
か
ら
売
主
と
し
て
積
極
的
に
そ
の
手
続
を
進
め
た
か
ら
と
い
っ
て
別
に
不
自
然
で
な
く
、
特

に
伝
兵
衛
に
お
い
て
自
己
を
能
力
者
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ
る
目
的
で
こ
れ
ら
の
行
動
を
し
た
も
の
と
認
め
る
に
足
り
ず
、
こ
れ
を
も
っ
て
詐
術
を
用
い

九
八
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無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

る
道
理
は
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
。

Y
i
X
が
上
告
。

〔
判
旨
〕

上
告
棄
却

九
九

当
た
る
旨
、
お
よ
び
原
審
が
詐
術
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
経
験
則
違
反
、
審
理
不
尽
の
違
法
が
あ
る
旨
を
主
張
す
る
。

（
八
―
一
）

精
神
を
全
く
減
却
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
未
成
年
者
の
場
合
で
あ
る
と
準
禁
治
産
者
の
場
合
で
あ
る
と
に
よ
っ
て
何
ら
異
な

所
論
は
、
無
能
力
者
が
、
相
手
方
の
誤
信
を
改
め
な
い
の
み
な
ら
ず
、
誤
信
の
継
続
を
よ
い
こ
と
に
し
て
そ
の
誤
信
を
利
用
し
た
場
合
は
、
詐
術
に

思
う
に
、
民
法
二

0
条
に
い
う
「
詐
術
ヲ
用
ヰ
ク
ル
ト
キ
」
と
は
、
無
能
力
者
が
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
誤
信
さ
せ
る
た
め
に
、
相
手
方
に
対
し
積

極
的
術
策
を
用
い
た
場
合
に
か
ぎ
る
も
の
で
は
な
く
、
無
能
力
者
が
、
ふ
つ
う
に
人
を
欺
く
に
足
り
る
言
動
を
用
い
て
相
手
方
の
誤
信
を
誘
起
し
、
ま

た
は
誤
信
を
強
め
た
場
合
を
も
包
含
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
黙
秘
し
て
い
た
場
合
で
も
、
そ
れ
が
、
無

能
力
者
の
他
の
言
動
な
ど
と
相
侯
つ
て
、
相
手
方
を
誤
信
さ
せ
、
ま
た
は
誤
信
を
強
め
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
な
お
詐
術
に
当
た
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
が
、
単
に
無
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
黙
秘
し
て
い
た
こ
と
の
一
事
を
も
つ
て
、
右
に
い
う
詐
術
に
当
た
る
と
す
る
の
は
相
当
で
は
な
い
。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
原
判
示
に
よ
れ
ば
、
上
村
伝
兵
衛
は
、
所
論
の
よ
う
に
、
そ
の
所
有
に
か
か
る
農
地
に
抵
当
権
を
設
定
し
て
金
員

を
借
り
受
け
、

つ
い
で
、
利
息
を
支
払
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
本
件
土
地
の
売
買
を
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
り
、
同
人
は
、
そ
の
間
終
始
自
己

が
準
禁
治
産
者
で
あ
る
こ
と
を
黙
秘
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
原
審
の
認
定
し
た
右
売
買
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
に
照
ら
せ
ば
、
右
黙
秘
の
事

実
は
、
詐
術
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
上
村
伝
兵
衛
が
、
本
件
売
買
契
約
に
当
た
り
、
自
己
が
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
信
ぜ
し

め
る
た
め
詐
術
を
用
い
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
原
審
の
認
定
判
断
は
、
相
当
と
し
て
是
認
で
き
る
。

原
判
決
挙
示
の
証
拠
関
係
に
照
ら
せ
ば
、
所
論
上
村
伝
兵
衛
が

A
に
対
し
「
自
分
の
も
の
を
自
分
が
売
る
の
に
何
故
妻
に
遠
慮
が
い
る
か
」
と
答
え

た
こ
と
は
、
右
上
村
伝
兵
衛
の
能
力
に
関
し
て
の
言
辞
で
は
な
い
旨
の
原
審
の
認
定
判
断
は
、
首
肯
す
る
に
足
り
る
。

判
例
⑦
は
、
結
論
的
に
は
無
能
力
者
伝
兵
衛
に
詐
術
が
あ
っ
た
と
箆
め
た
訳
で
は
な
い
の
に
、
上
告
理
由
が
、
能
力
に
つ
い
て
単
に
黙



と
相
侯
っ
て
、
相
手
方
を
誤
信
さ
せ
、

る
」
と
明
示
す
る
に
至
っ
た
。
厳
密
に
は
傍
論
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
先
例
拘
束
力
を
有
し
な
い
と
解
す
べ
き
だ
と
し
て
も

傍
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
最
高
裁
の
下
級
審
へ
の
決
断
的
意
思
を
表
明
し
た
と
理
解
さ
れ
る
わ
が
く
に
の
裁
判
慣
行
か
ら
み
て
、
事
実
上
の

「
詐
術
」
を
、
相
手
方
に
対
し
て
積
極
的
術
策
を
用
い
た
場
合
に
か
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
、
無
能

力
者
が
ふ
つ
う
に
人
を
欺
く
に
足
り
る
言
動
を
用
い
て
相
手
方
の
誤
信
を
誘
起
し
、
ま
た
は
誤
信
を
強
め
た
場
合
を
も
包
含
す
る
、

理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
「
緩
和
」
が
看
取
さ
れ
る
。

念
の
「
空
洞
化
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
し
私
は
、
無
能
力
者
が
単
に
能
力
者
で
あ
る
と
告
げ
て
相
手
方
を
誤
信
せ
し
め
た
だ
け
で
は
い

ま
だ
詐
術
に
あ
た
ら
な
い
と
解
す
る
反
面
、
能
力
に
関
す
る
陳
述
は
何
も
し
て
い
な
い
が
、
単
に
「
資
産
信
用
が
あ
る
か
ら
安
心
し
て
取

引
し
て
く
れ
」
と
陳
述
し
た
に
す
ぎ
な
く
て
も
、
無
能
力
者
制
度
を
詐
欺
的
に
利
用
し
た
と
見
う
る
場
合
に
は
、
無
能
力
者
か
ら
保
護
を

奪
っ
て
よ
い
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
借
金
を
最
初
か
ら
踏
み
倒
す
つ
も
り
で
準
禁
治
産
宜
告
を
利
用
し
た
と
か
、

先
物
取
引
た
る
商
品
取
引
を
行
い
、
損
金
に
つ
い
て
は
無
能
力
者
保
護
を
利
用
し
て
取
引
自
体
を
取
消
し
て
損
失
を
免
れ
、
も
う
け
た
と

き
に
は
、
取
引
を
追
認
し
て
利
益
を
合
法
的
に
手
中
に
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
目
的
の
た
め
に
準
禁
治
産
宜
告
を
利
用
し
た
と
い
う
よ

う
な
事
案
類
型
の
場
合
に
は
、
も
は
や
詐
術
が
な
く
と
も
、
反
信
義
則
的
無
能
力
者
制
度
の
利
用
と
み
て
、
民
法
第
一
条
の
信
義
則
な
い

判
断
は
、

一
般
諭
と
し
て
は
、

先
例
機
能
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。

と
の
主
張
に
答
え
る
形
で
は
あ
る
が
、

関
法

第
三
九
巻
第
四
•
五
号

「
緩
和
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
詐
術
と
い
う
概

（
八
―
二
）

秘
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
、
不
動
産
取
引
に
明
る
＜
、
取
引
に
対
し
て
積
極
的
な
面
も
あ
っ
て
、
言
動
全
体
の
ム
ー
ド
か
ら
考
え
て
、
総

体
的
・
連
続
的
に
伝
兵
衛
の
言
動
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
伝
兵
衛
に
は
詐
術
が
あ
っ
た
と
認
め
て
よ
い

「
無
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
黙
秘
し
て
い
た
場
合
で
も
、
そ
れ
が
、
無
能
力
者
の
他
の
言
動
な
ど

ま
た
は
誤
信
を
強
め
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
な
お
詐
術
に
あ
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ

「
黙
秘
し
て
い
た
場
合
で
も
事
情
に
よ
っ
て
は
詐
術
に
あ
た
る
」
と
の
本
最
高
裁
の

と
の

い
わ
ゆ
る

1
0
0
 



す
る
。

無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

た
の
か
能
力
的
に
は
劣
ら
な
い
が
浪
費
者
だ
っ
た
の
か
、

な
ん
の
た
め
の
手
形
振
出
行
為
か
、

1
0
 

ま
た
入
札
の
動
機
は
な
に
だ
っ
た
か
等 （民

し
権
利
濫
用
禁
止
の
法
理
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
民
法
二

0
条
の
「
詐
術
ヲ
用
ヰ
ク
ル
ト
キ
」
と
は
あ
く
ま
で
も

か
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
本
件
に
先
行
す
る
、
下
級
審
判
例
の
う
ち
、
大
阪
高
判
昭
和
二
七
年
ご
一
月
二

0
日
（
下
民
集
三
巻
―
二
号

一
八

01＝
頁
）
は
、
大
阪
府
庁
に
勤
務
し
て
い
た
公
務
員
が
準
禁
治
産
宜
告
を
受
け
た
後
も
こ
れ
を
秘
し
て
勤
務
を
継
続
し
（
準
禁
治
産

者
は
法
令
上
勤
務
は
許
さ
れ
な
い
）
、
再
三
勤
務
先
に
来
訪
し
た
相
手
方
に
対
し
て
も
右
宜
告
を
受
け
た
よ
う
な
言
動
を
示
す
こ
と
な
く
、

勤
務
先
で
相
手
方
に
対
し
て
手
形
を
振
出
交
付
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
し
、
東
京
高
判
昭
和
二
八
年
四
月
二

0
日
（
下
民
集
四
巻
四

号
五
一
ー
一
六
頁
）
は
、
国
（
特
別
調
達
庁
）
が
木
材
売
却
の
た
め
こ
れ
を
競
争
入
札
に
付
し
た
と
こ
ろ
、
落
札
し
た
準
禁
治
産
者
が
、
同
庁

の
係
員
に
対
し
て
、
学
生
自
立
協
会
理
事
長
の
肩
書
の
あ
る
名
刺
を
示
し
、
木
材
の
転
売
に
よ
る
利
益
は
同
協
会
の
資
金
に
あ
て
た
い
旨

を
述
べ
た
う
え
、
契
約
保
証
金
一
〇
六
万
円
を
支
障
な
く
支
払
っ
て
売
買
契
約
書
を
作
成
し
、
木
材
の
引
渡
し
を
受
け
て
転
売
し
た
と
い

う
事
案
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
案
で
双
方
と
も
詐
術
あ
り
と
認
め
、
後
者
は
、
最
判
昭
和
三
五
年
五
月
二
四
日
（
上
告
審
判
決
）

集
一
四
巻
七
号
一
―
五
四
頁
）
に
よ
っ
て
も
詐
術
あ
り
と
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
私
見
の
反
信
義
則
的
制
度
利
用
の
観
点
か
ら
み
て
限
界

的
事
例
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
賛
成
し
う
る
が
、

い
ま
少
し
（
例
え
ば
、
ど
ん
な
理
由
で
準
禁
治
産
宜
告
を
受
け
た
か
。
知
能
が
低
か
っ

々
）
詳
細
な
事
実
認
定
を
踏
ま
え
、
か
つ
黙
秘
も
詐
術
に
あ
た
る
と
の
観
点
で
は
な
く
、
私
見
の
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
思
考

右
の
如
き
私
見
の
立
場
か
ら
は
、
判
例
⑦
の
原
審
の
判
決
理
由
は
特
筆
に
値
す
る
も
の
と
評
す
べ
き
で
あ
る
。

（八――――)

(2) 厳
格
期
で
い
う
と
こ
ろ
の
、

「
積
極
的
術
策
」
を
用
い
た
場
合
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。



例
え
ば
、

策
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
じ
め
て
、

第
一
一
一
九
巻
第
四
・
五
号

「
積
極
的
術
策
」
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
な
い
場
合
、

民
法
二

0
条
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、
梅
博
士
は
、
詐
術
を
は
た
ら
い
た
無
能
力
者
を
制
裁
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い

と
し
つ
つ
む
し
ろ
取
引
の
安
全
を
重
ん
じ
、
単
明
な
法
律
関
係
の
創
出
を
目
指
し
た
、

つ
ま
り
、
相
手
方
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
と
い
う
救
済
手
段
が
あ
る
の
に
、
損
害
の
算
定
と
い
う
必
ら
ず
し
も
容
易
で
な
い
方
法
を
強
い
ら
れ
る
の
で
簡
明
に
行
為
そ
の
も

の
を
有
効
と
し
て
相
手
方
の
損
害
の
発
生
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
詳
細
は
米
倉
明
『
民
法
講
義
』
総
則
り
有

斐
閣
一
四

0
頁
参
照
）
。

し
か
し
、
法
律
関
係
を
簡
明
化
す
る
と
の
法
的
手
段
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

本
来
法
律
行
為
を

解
消
し
え
る
と
の
保
護
を
与
え
ら
れ
て
い
た
無
能
力
者
が
詐
術
を
働
ら
い
た
ゆ
え
に
そ
れ
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
他
方
で
そ
れ
は
無
能
力
者
の
詐
術
行
為
を
非
難
し
、
そ
れ
に
制
裁
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
は
っ
き
り
い
え
ば
、
無
能
力
者
は
、
能
力
者
と
信
ぜ
し
め
る
た
め
相
手
方
を
詐
術
し
た
な
ら
ば
、
詐
術
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
取
消

(
7
)
 

権
を
剥
奪
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
無
能
力
者
を
保
護
す
べ
し
と
の
要
請
を
顧
慮
し
て
も
な
お
、
相
手
方
の
取
引
上
の

信
頼
保
護
を
優
先
せ
し
め
る
に
足
る
詐
術
を
の
み
問
題
と
す
べ
き
で
あ
り
、
詐
術
を
認
定
す
る
に
際
し
て
は
、
無
能
力
者
の
抽
象
的
言
語

的
表
明
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
無
能
力
者
の
取
引
締
結
に
付
随
す
る
言
動
全
体
を
評
価
し
て
、
総
合
的
に
判
断
し
、

て
の
言
動
全
体
を
総
合
的
に
判
断
し
て
も
、
な
に
ら
の
能
力
に
関
す
る
言
明
が
な
く
、

「
積
極
的
術

「
詐
術
」
を
な
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
無
能
力
者
の
取
引
締
結
に
際
し

「
資
産
信
用
あ
る
か
ら
安
心
し
て
く
れ
」
、
「
学
生
自
立
協
会
理
事
長
の
肩
書
の
あ
る
名
刺
を
提
示
し
た
」
な
ど
の
場
合
で
も
、

無
能
力
者
制
度
の
欠
点
を
認
識
し
つ
つ
、
反
信
義
則
的
に
制
度
を
悪
用
し
た
と
判
断
で
き
る
な
ら
ば
「
詐
術
」
と
は
別
の
法
理
（
信
義
則

関
法

お

わ

り

に

1
0
 
（
八
一
四
）



無
能
力
者
の
詐
術
に
つ
い
て

な
い
し
権
利
濫
用
）
で
無
能
力
者
に
よ
る
取
消
権
行
使
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
は
も
っ
ぱ
ら
判
例
の
事
案
分
析
に
終
始
し
た
が
、
学
説
が
い
か
な
る
時
期
に
、

い
か
な
る
問
題
関
心
か
ら
、

開
し
、
そ
れ
が
判
例
の
推
移
・
変
遷
に
い
か
に
関
係
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
取
扱
い
た
い
と
思
う
。

和
」
は
厳
に
戒
し
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

101
――
 

い
か
な
る
学
説
を
展

(

1

)

我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義
I
)
』
（
昭
和
四

0
年
新
訂
第
一
刷
）
九
一
ー
九
二
頁
。

(

2

)

津
田
賛
乎
「
無
能
力
者
の
詐
術
」
T
h
e
L
a
w
 S
c
h
o
o
l
 N
o
.
 2
7
 
(
一
九
八

0
年
―
二
月
号
）
七
八
頁
以
下
。

(

3

)

四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
』
第
四
版
（
昭
和
四

0
年
初
版
一
刷
）
五
九
ー
六

0
頁。

(

4

)

た
だ
し
判
例
④
の
判
旨
そ
の
も
の
は
、
三
瀦
信
三
「
無
能
力
者
ノ
詐
術
二
関
ス
ル
大
審
院
判
例
二
付
テ
」
（
法
学
志
林
一
九
巻
四
号
九
頁
ー

判
例
①
の
判
批
、
大
正
六
年
）
や
同
「
無
能
力
者
ノ
詐
術
卜
単
純
ナ
ル
陳
述
及
ヒ
黙
秘
」
（
法
学
協
会
雑
誌
三
六
巻
二
号
一
四
三
頁
ー
判
例
③

の
判
批
、
大
正
六
年
）
の
「
其
方
法
ガ
積
極
的
ナ
ル
ト
消
極
的
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
陳
述
ナ
ル
ト
沈
黙
ク
ル
ト
ニ
論
ナ
ク
荀
シ
ク
モ
相
手
方
ヲ
錯
誤

ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
方
法
手
段
二
依
ッ
ク
場
合
ハ
凡
テ
詐
術
卜
謂
フ
中
二
包
含
セ
シ
ム
ペ
キ
モ
ノ
」
及
び
我
妻
栄
『
民
法
総
則
』
（
現
代
法
学
全
集
第

一
巻
）
一

0
七
頁
、
（
昭
和
一
一
一
年
）
の
「
荀
く
も
故
意
に
相
手
方
の
誤
信
を
誘
起
し
又
は
誤
信
を
強
め
て
法
律
行
為
を
為
さ
し
め
た
場
合
に
は
そ

の
手
段
の
如
何
を
問
ふ
こ
と
な
く
『
詐
術
』
に
該
当
す
る
」
と
の
記
述
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

5

)

新
井
英
夫
”
判
例
民
事
法
昭
和
五
年
度
三
八
事
件
（
判
例
④
の
判
批
）
は
「
要
す
る
に
無
能
力
者
が
能
力
者
た
る
事
を
信
ぜ
し
む
る
為
陳
述
を

な
し
、
そ
の
陳
述
と
相
手
方
の
行
為
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
存
在
し
、
『
相
手
方
の
誤
信
を
誘
起
し
或
は
誤
信
を
強
め
た
（
我
妻
教
授
民
法

総
則
一
三
九
頁
）
』
こ
と
を
以
て
足
り
、
陳
述
の
内
容
そ
の
も
の
は
問
題
で
な
い
。
」
と
述
べ
る
が
正
当
で
な
い
。

(

6

)

昭
和
二
二
年
に
民
法
が
改
正
さ
れ
る
前
ま
で
は
妻
は
無
能
力
者
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
二
二
号
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
る
前
の
民
法

一
四
条
な
い
し
一
八
条
ま
で
が
そ
の
規
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
十
四
条
妻
力
左
二
掲
ヶ
ク
ル
行
為
ヲ
為
ス
ニ
ハ
夫
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
六
号
二
掲
ヶ
ク
ル
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト

二
贈
与
若
ク
ハ
遺
贈
ヲ
受
諾
シ
又
＾
之
ヲ
拒
絶
ス
ル
コ
ト

（
八
一
五
）

「
詐
術
」
概
念
を
空
洞
化
し
て
し
ま
う
、
安
易
な
「
緩



関
法

第
三
九
巻
第
四
・
五
号

―
―
―
身
体
二
覇
絆
ヲ
受
ク
ヘ
キ
契
約
ヲ
為
ス
コ
ト

前
項
ノ
規
定
二
反
ス
ル
行
為
ハ
之
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
五
条
一
種
又
ハ
数
種
ノ
営
業
ヲ
許
サ
レ
タ
ル
妻
ハ
其
営
業
二
閥
シ
テ
ハ
独
立
人
卜
同
一
ノ
能
カ
ヲ
有
ス

第
十
六
条
夫
ハ
其
与
ヘ
タ
ル
許
可
ヲ
取
消
シ
又
ハ
之
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
取
消
又
ハ
制
限
ハ
之
ヲ
以
テ
善
意
ノ
第
一
―
―
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ス

第
十
七
条
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
妻
ハ
夫
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス

一
夫
ノ
生
死
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ

二
夫
力
妻
ヲ
遺
棄
シ
タ
ル
ト
キ

―
―
―
夫
力
禁
治
産
者
又
ハ
準
禁
治
産
者
ナ
ル
ト
キ

四
夫
力
瓶
粛
ノ
為
メ
病
院
又
ハ
私
宅
二
監
置
セ
ラ
ル
ル
ト
キ

五
夫
力
禁
錮
一
年
以
上
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
其
刑
ノ
執
行
中
二
在
ル
ト
キ

六
夫
婦
ノ
利
盆
相
反
ス
ル
ト
キ

第
十
八
条
夫
ヵ
未
成
年
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
四
条
ノ
規
定
二
依
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
妻
ノ
行
為
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

(

7

)

こ
の
点
を
明
解
に
論
ず
る
の
は
、
小
脇
一
海
「
無
能
力
者
制
度
と
取
引
の
安
全
」
愛
媛
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
三
巻
四
号
九
頁
以
下
。
特
に

―
二
頁

2
一
九
頁
参
照
。

1
0四

（
八
一
六
）




